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明
　
初
　
の
　
民
　
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
官
を
抑
え
民
を
あ
ぐ
ー
ー

清
　
　
水
・
，
．
泰
　
　
次

や

　
　
　
一
　
序
　
　
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
あ
っ
た
。
草
木
子
巻
四
の
下
集
に
、

　
　
　
二
　
官
吏
を
弾
置
す
　
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
朝
末
年
。
宮
貧
吏
汚
。
始
因
蒙
古
色
目
人
。
岡
然
不
知
廉
恥
之
爲
何
物
。

　
　體

q
物
鹸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
顯
鮮
藷
鵠
解
蠣
誰
軸
薩
騒
簾
糖
魏
騰
騨
卜

　
　
五
者
民
の
讃
を
伸
ば
す
　
　
　
　
　
　
　
　
勾
追
暴
嚢
。
論
訴
暴
嚢
。
覚
得
鍵
多
日
得
手
。
除
得
州
書
好
地
「

　
　
六
　
結
　
　
曽
目
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
。
、
補
得
職
近
日
好
察
窟
。
漫
不
知
忠
君
愛
民
之
爲
何
事
也
。

　
　
　
　
　
幽
　
序
　
　
　
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
と
読
い
て
，
い
る
。
何
と
い
う
事
も
な
く
頼
み
込
む
時
に
は
、
撒
花
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
。
事
務
の
庭
理
や
公
・
文
の
通
達
に
は
、
賓
嚢
饅
を
出
す
。
賄

　
近
世
に
於
い
て
は
、
宋
滋
軍
閥
を
抑
え
る
た
め
に
、
交
官
を
優
遇
　
　
賂
を
上
手
に
多
く
と
る
の
を
、
得
手
と
賞
め
、
役
得
の
多
い
、
地
を

し
、
権
臣
も
出
た
が
、
官
吏
の
多
く
は
、
學
問
が
あ
り
、
教
養
も
あ
　
好
地
分
、
職
を
好
案
窟
と
構
し
た
・

っ
た
。
元
朝
は
、
武
力
王
朝
で
、
蒙
古
人
官
吏
は
、
色
目
人
官
吏
と
　
　
　
元
朝
の
官
吏
は
、
地
方
の
巡
覗
で
、
特
に
賄
賂
を
貧
っ
た
。
前
掲

と
も
に
、
學
問
も
教
養
も
乏
し
く
、
概
ね
利
欲
を
逞
し
う
し
た
。
漢
　
　
書
、
同
所
に
、

人
の
官
吏
も
、
蒙
古
人
．
色
目
人
の
官
吏
に
追
從
し
て
、
威
張
．
た
。
自
秦
王
伯
聾
政
・
台
讐
皆
譜
得
得
・
往
々
譲
千
縛
・
及
琴
巡
・

　
元
朝
の
官
場
に
は
、
賄
賂
が
公
行
し
、
賄
賂
に
も
各
種
の
名
稻
が
　
　
　
競
以
事
勢
相
漁
搬
。
而
償
其
直
。
…
於
是
有
司
承
風
。
上
下
賄
賂
公
行
如
市
。



　
　
　
蕩
然
無
復
紀
綱
臭
。
粛
政
廉
訪
司
官
。
所
至
州
縣
。
各
稽
庫
子
。
捻
紗
秤
銀
。
　
い
た
か
。
何
う
自
ら
鑑
み
た
が
。
洪
武
實
録
五
年
二
月
己
卯
朔
の
條

　
　
　
殆
同
市
道
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

　
　
と
叙
ぶ
。
官
吏
が
地
方
を
巡
覗
す
る
時
に
、
秤
を
携
え
て
行
き
、
賄
　
　
　
上
論
群
臣
日
。
…
…
元
之
將
亡
。
内
外
諸
官
。
…
…
不
脩
職
事
。
惟
日
食
肥

　
　
賂
の
銀
貨
を
、
は
か
り
と
る
こ
と
、
商
人
と
異
な
ら
な
い
。
賄
賂
に
　
　
　
甘
。
・
…
：
生
民
疾
苦
。
暑
不
究
心
。
…
…
紀
綱
塵
弛
。
民
心
日
離
。
遽
致
土

　
　
も
相
場
が
あ
っ
て
、
相
場
通
り
・
賄
賂
を
と
る
に
は
・
賄
賂
の
銀
を
　
崩
。
…
…
可
爲
明
鑑
。
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
は
か
っ
て
み
て
・
磨
銀
を
つ
か
ま
ぬ
よ
乏
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
　
と
語
る
。
元
朝
官
場
の
紀
禦
弛
ん
で
、
國
蓮
そ
れ
が
た
め
に
衰
え
「

　
　
　
官
吏
が
・
地
方
巡
覗
で
・
賄
鷺
警
貧
っ
た
の
で
・
地
方
で
は
・
た
、
と
太
馨
見
た
。
ま
た
同
實
録
四
年
±
月
庚
申
の
鰺
、
　
、

こ
れ
を
殺
人
難
擬
し
た
．
菓
藷
の
上
籍
、
　
則
馨
轟
難
馨
覇
難
灘
雛
諺
轍
灘

　
　
　
康
訪
司
官
分
巡
州
縣
。
毎
歳
例
用
巡
尉
司
弓
兵
旗
幟
金
鼓
迎
邊
。
其
昔
節
則
　
　
　
蔑
獄
。
大
爲
民
害
。
上
深
知
其
弊
。
嘗
日
此
弊
不
革
。
欲
成
善
政
。
終
不
可

　
　
　
二
聲
鼓
。
一
聲
鋸
。
起
解
殺
人
強
盗
。
亦
用
巡
尉
司
金
鼓
。
則
一
膣
鼓
一
聲
　
　
　
得
。
故
有
是
令
。
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羅
。
後
來
風
紀
之
司
。
賊
汚
狼
籍
。
轟
華
。
爲
詩
嘲
之
日
。
解
賊
蚕
と
あ
る
。
太
岨
は
、
紀
禦
墾
、
賄
賂
公
行
に
露
し
だ
。
　
↓

　
　@
。
耕

ﾈ
遡
鴇
攣
騨
馨
來
都
稼
官
入
與
賊
不
孚
毫
及
太
讐
分
の
官
場
を
暴
し
て
も
、
元
朝
髭
べ
て
、
優
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
水
東
日
記
巻
十
鳳
所
牧
の
、
洪
武
四
年

　
　
と
い
う
認
詩
を
載
せ
て
い
る
。
牧
民
の
ま
こ
こ
ろ
に
徹
し
て
居
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
の
詔
に
よ
れ
ば
、

　
　
官
吏
も
緊
張
し
て
居
る
で
あ
ろ
う
が
、
牧
民
の
意
欲
も
な
く
、
た
讐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趨
者
諸
郡
官
吏
。
不
畏
法
律
之
嚴
。
姦
弊
盛
興
。
…
…
賊
吏
貫
焚
。
如
蝿
蜻

　
　
蒙
古
人
．
色
目
人
た
る
が
故
に
官
吏
と
な
っ
た
り
、
ま
た
そ
れ
に
追
　
　
　
之
趨
朽
腐
。
嘆
蟻
之
慕
腫
壇
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
從
す
る
漢
人
官
吏
で
あ
っ
て
は
、
牧
民
の
ま
こ
こ
ろ
や
意
欲
ど
こ
ろ
　
　
　
天
子
は
、
自
分
の
官
吏
を
、
蠣
納
嬢
蟻
と
侮
っ
て
い
る
6
1

　
　
か
、
牧
民
と
い
う
意
味
さ
え
解
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
官
吏
で
は
、
賄
賂
　
　
　
皇
明
通
紀
巻
二
、
洪
武
元
年
九
月
の
條
に
、
太
溢
は
、
「
天
下
の
廣

　
　
を
と
っ
て
、
物
欲
を
縦
に
す
る
よ
り
外
、
能
が
な
い
。
　
　
」
　
　
　
　
き
、
一
人
の
能
く
治
め
う
る
と
こ
ろ
で
な
い
ビ
と
い
う
て
、
官
吏
を

ユ
ー
8@
　
元
朝
を
う
け
つ
い
だ
明
の
太
組
は
、
元
朝
の
官
場
を
、
何
う
観
て
　
　
た
の
み
と
し
て
い
る
。
そ
の
官
吏
が
、
太
祀
の
眼
に
、
蝿
靹
蝦
蟻
ど



鵬
　
し
か
映
じ
な
い
。
太
阻
た
る
も
の
、
一
日
も
曇
如
と
し
て
居
ら
れ
す
、
　
　
明
太
租
懲
元
季
。
吏
治
縦
弛
。
民
生
凋
徹
。
重
総
貧
吏
。
置
之
嚴
典
。
　
　
　
　
　
、

　
　
百
歳
の
後
を
…
樂
観
す
る
わ
け
に
い
か
ぬ
。
そ
こ
で
太
狙
は
、
官
場
の
　
　
と
い
う
。
軍
に
貧
吏
を
取
締
っ
た
の
み
で
な
く
、
重
罰
を
加
え
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ

　
　
講
…
正
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
が
、
洪
武
の
初
め
か
ら
始
め
ら
れ
た
こ
　
　
で
あ
る
。
洪
武
實
録
二
年
二
月
甲
午
の
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
の
官
場
崩
正
も
、
難
申
の
難
で
あ
っ
た
。
太
組
の
嚴
罰
主
義
を
以
っ
　
　
　
上
鍮
群
源
日
。
昔
在
民
聞
時
。
見
州
縣
官
吏
。
多
不
血
民
。
往
々
寅
財
好
色
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
し
て
も
、
年
を
重
ね
る
十
八
に
及
ん
で
・
な
お
貧
吏
の
根
絶
は
期
　
　
　
飲
酒
塵
事
。
凡
民
疾
苦
。
競
之
漠
然
。
心
窪
怒
之
。
故
今
嚴
法
禁
。
但
遇
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
寅
汚
露
害
吾
民
者
。
罪
之
不
恕
。
卿
等
當
謹
股
言
。

　
　
し
か
ね
た
。
洪
武
實
録
十
八
年
正
月
癸
酉
の
條
に
、

　
　 @
吏
部
言
・
天
下
布
政
司
藁
司
・
及
府
州
騒
観
官
・
凡
四
千
亘
土
と
あ
り
、
明
羅
蜂
周
槙
傳
に
、

　
　
@
人
・
糞
肇
・
羅
四
百
三
＋
天
・
璽
一
千
舎
九
＋
夫
・
霧
　
蔽
翻
位
。
懲
元
蕩
。
用
法
太
嚴
。
奉
薯
豊
立
．
律
令
賢
。
喪

　
　
　
職
四
百
七
十
一
人
。
貧
汚
一
百
七
十
一
人
。
關
茸
一
百
四
十
ご
人
。
詔
構
職
　
　
　
士
始
知
循
守
。

　
　
　
者
陞
。
軍
常
者
復
其
職
。
不
構
職
者
降
。
貧
汚
者
付
法
司
罪
之
。
閾
茸
者
免
　
　
と
い
つ
。
太
組
の
貧
吏
取
締
り
は
、
｝
片
の
警
告
で
や
ま
な
い
。
明
　
　
、

　
　
@
爲
尾
　
　
　
　
　
　
　
建
馨
ら
れ
て
、
重
刑
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
も
實
墜
は
、
明
覗

　
　
と
見
え
、
三
年
に
唄
度
の
朝
観
で
、
貧
汚
と
審
査
さ
れ
だ
も
の
が
、
　
　
律
の
名
文
以
上
の
嚴
罰
が
行
わ
れ
て
い
た
め
で
あ
る
。

　
　
洪
武
十
八
年
に
於
い
て
、
百
七
十
一
人
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
太
組
の
貧
吏
嚴
罰
は
、
御
製
大
明
律
序
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
二
官
吏
轟
撃
　
　
　
　
　

．
　
A
．
鯨
刺
者
。
除
鑑
霧
。
葎
叢
外
。
其
馨
犯
。
倶
不
欝
。
　
醜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
っ
て
、
大
逆
の
家
屡
と
、
律
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
は
、

　
　
　
明
の
太
組
の
政
治
は
、
漢
の
高
組
に
倣
う
と
こ
ろ
が
多
い
ρ
し
か
　
　
鯨
刺
に
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
而
し
て
律
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
鯨
　
　
゜

　
　

ｵ
、
異
な
る
と
こ
ろ
も
な
い
で
は
な
い
。
高
阻
は
、
異
姓
諸
侯
を
除
刺
の
刑
は
、
明
律
蜷
一
刑
律
、
監
書
讐
庫
綾
の
條
、
及
裳

　
　
く
に
勇
断
で
あ
っ
た
が
、
至
誠
を
臣
下
の
腹
に
お
い
た
。
太
組
は
、
　
　
條
の
、
常
人
盗
倉
庫
鐘
粗
に
、

　
　
諸
侯
鋳
し
て
と
同
様
に
、
小
吏
に
樹
し
て
も
、
細
か
く
藤
を
加
　
井
於
右
小
蹉
上
・
刺
讐
鍵
三
完
（
箏
各
方
一
寸
五
分
・
毎
馨
潤

　
　
え
だ
。
盟
肇
循
吏
傳
の
序
言
液
、
　
　
　
　
　
　
至
驚
・
上
不
過
肘
・
下
不
過
腕
・
）
　
　
　
：
墜



　
　
と
見
え
て
い
る
。
し
か
し
實
際
に
は
、
明
律
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
に
讐
盗
。
楊
鴻
烈
氏
の
中
國
法
箋
蓮
答
謹
に
、
鶉
三

　
　
「
右
小
讐
腫
上
」
よ
り
も
重
い
刑
が
行
わ
れ
て
い
た
。
洪
武
實
録
五
年
　
　
諾
の
極
刑
の
敷
々
を
調
査
列
記
し
て
い
る
。
そ
の
重
な
る
も
の
を
墨

　
　
六
月
乙
巳
の
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
凡
功
臣
之
家
管
庄
人
等
。
不
得
俺
勢
在
郷
欺
殿
人
民
。
蓮
者
刺
面
剣
鼻
。
家
　
　
　
凌
遅
（
桑
令
）
。
墨
面
文
身
挑
筋
去
指
。
墨
面
文
身
挑
筋
去
膝
蓋
。
剰
指
。
箇

　
　
　
産
籍
没
入
官
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
’
　
　
　
手
。
則
足
。
闊
割
爲
奴
。
斬
趾
枷
令
。
常
枷
競
令
。
枷
項
游
歴
。
免
死
獲
廣

　
　
と
あ
る
。
刺
恥
ど
こ
ろ
か
・
そ
れ
以
上
の
則
鼻
ま
で
も
行
わ
れ
て
い
　
　
西
摯
象
。
人
口
遷
化
外
充
軍
。
全
家
抄
没
。
戴
罪
還
職
。
先
戴
罪
還
職
後
追

　
　
た
の
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賊
。
…
、
．
，

　
　 @
明
律
以
上
の
嚴
饗
行
華
い
る
・
大
葬
吏
建
昌
垂
明
律
は
、
洪
武
七
年
に
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
明
史
謹
周

　
　
に
よ
れ
ば
・
筋
を
断
っ
二
そ
の
血
は
窪
盈
ち
た
・
　
　
槙
傅
、
及
び
そ
の
附
傳
の
劉
惟
謙
傳
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
か
ら
審

　
　 @
人
不
畏
法
゜
有
莚
鰍
゜
挨
麗
霧
・
欝
霧
者
華
・
驚
地
・
議
さ
れ
、
改
訂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
、
　
　
　
匹

　
　
　
膿
塁
流
・
　
　
　
　
、
　
　
　
　
蕃
初
即
位
。
懲
元
藩
。
用
法
太
嚴
。
奉
行
蜜
足
立
。
律
令
既
具
。
吏
｝

　
　
と
い
う
・
更
に
大
詰
の
績
編
コ
編
に
依
れ
ば
、
足
を
切
ら
れ
、
指
を
　
士
始
知
循
守
。
其
後
薯
整
。
皆
以
馨
爲
欝
云
。

断
た
れ
た
極
刑
婁
て
居
る
・
師
ち
績
編
の
阻
當
書
民
赴
京
換
難
轡
蕪
灘
噸
筒
書
。
山
ハ
年
命
詳
定
新
律
．
捌
繁
馨
．

　
　
に
は
、
嘉
定
縣
の
官
吏
の
不
法
を
都
へ
訴
え
に
行
く
書
民
を
阻
ん
だ
　
　
と
い
う
。
明
律
の
か
ふ
る
存
在
に
も
か
蕊
わ
ら
す
、
太
租
は
、
そ
の

　
　
の
で
、
巡
槍
は
、
足
を
剛
れ
た
こ
と
が
載
せ
ら
れ
、
三
編
の
戴
刑
騨
　
　
律
文
に
よ
ら
す
、
大
詰
に
見
え
る
、
律
文
以
上
の
嚴
刑
を
、
亭
氣
で

　
　
n
謹
に
は
、
縣
丞
及
び
府
轟
が
、
瞼
吾
七
＋
費
を
受
け
、
．
行
ぞ
い
た
の
で
鶴
・

　
　
均
工
夫
一
千
二
百
六
十
五
名
を
ゆ
る
し
た
の
で
、
十
指
を
切
漸
さ
れ
　
　
　
と
こ
ろ
で
大
諾
は
、
そ
の
績
編
及
び
三
編
と
と
も
に
、
洪
武
＋
八
．

　
　
た
こ
と
が
記
る
さ
れ
て
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
か
ら
翌
年
に
．
か
け
て
公
布
さ
れ
た
判
決
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る

ヨ
B
　
　
大
諾
及
び
綾
編
三
編
を
通
護
す
れ
ば
、
極
刑
は
、
足
切
り
指
切
銑
　
　
が
、
太
組
は
こ
の
判
決
例
を
、
頗
る
重
要
覗
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の



4
　
大
諾
を
、
　
一
介
の
判
決
例
と
輕
覗
し
て
、
そ
の
償
値
を
、
明
律
以
下
　
　
　
膜
有
天
下
。
倣
古
爲
治
。
明
膿
以
運
民
。
定
律
以
縄
頑
。
刊
著
爲
令
。
行
之

　

－
に
止
め
て
ぎ
と
は
出
來
な
い
．
大
諾
初
編
の
頒
行
毒
竪
、
罫
蒲
翻
蕪
難
離
耀
鷺
贈
簸
難
攣

　
　
　
膜
出
是
詰
。
昭
講
幅
。
衝
官
民
諸
色
人
等
。
戸
々
有
些
本
。
若
犯
答
　
院
官
・
奨
詰
内
讐
・
撮
萎
略
・
附
繋
律
・
・
－
今
後
法
司
。
只
依
律
，

　
　
　
杖
徒
流
罪
名
。
緩
奪
。
無
者
毎
加
奪
。
所
在
臣
民
。
熱
羅
戒
。
　
’
與
大
詰
議
罪
・

　
　

ﾆ
あ
る
の
み
な
象
、
洪
武
實
録
を
通
観
し
て
も
、
大
諾
の
民
間
並
．
と
明
言
さ
れ
て
あ
る
・
整
大
諾
を
落
し
て
・
隻
毘
す
る
も
、

　
　

y
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
蟹
。
初
編
で
は
、
」
大
詰
斎
持
し
て
決
し
養
ひ
か
ぶ
り
と
・
疑
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
・

　
　
盾
黷
ﾎ
、
罪
を
犯
し
竃
、
罪
奪
姦
芸
れ
る
と
い
，
、
實
録
　
大
詰
の
史
的
債
僖
つ
い
て
は
・
議
箆
の
論
丈
「
明
大
輩

　
　
に
よ
れ
ば
、
響
の
見
童
に
も
、
大
諾
を
學
習
芒
め
て
居
る
の
で
明
初
之
政
治
肚
乱
に
・
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
・
氏
に
依
れ
ば
、

　
　
あ
る
。
帥
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
諾
の
績
編
及
び
三
編
は
・
天
下
の
孤
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
申
に
、
　
蝦

　
　 @
韓
議
駐
麗
馨
醸
鱒
難
獺
融
灘
鍵
明
初
の
政
治
肚
亨
薮
態
を
知
る
に
、
最
も
貴
重
な
皮
料
が
辺

　
　 @
自
幼
知
所
循
守
・
閲
三
歳
・
爲
師
者
・
箋
徒
至
禮
部
・
背
諦
・
聾
驕
婁
れ
孫
る
。
私
も
、
氏
の
　
＝
．
に
よ
．
て
、
皇
日
の
櫻
馨
渇
望
」

　
　
　
多
寡
。
次
第
賞
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
我
内
閣
文
庫
所
藏
の
皇
明
制
書
中
に
牧
め

　
　
と
叙
べ
て
い
る
。
し
か
も
洪
武
三
十
年
五
月
已
卯
の
條
に
よ
れ
ば
、
　
　
て
あ
る
の
を
嚢
見
し
て
、
、
大
い
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　
　
　
天
下
講
讃
大
詰
師
生
。
來
朝
者
。
凡
十
九
萬
三
千
四
百
鹸
人
。
並
賜
鋤
遣
還
。
　
　
こ
の
大
諾
に
、
太
組
の
、
。
手
切
り
足
切
り
の
刑
が
載
せ
ら
れ
て
い

　
　
と
あ
っ
て
、
大
詰
を
講
護
す
る
師
生
が
、
津
々
浦
々
に
ま
で
及
ん
で
　
　
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
る
こ
と
を
思
わ
し
め
翫
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
明
代
の
記
録
を
み
る
と
、
こ
の
大
諾
所
傳
の
手
足
切
り
の
刑
よ
り

　
　
　
大
諾
の
債
値
を
、
明
律
よ
り
以
下
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
洪
　
　
は
、
更
に
淺
酷
な
刑
が
、
太
阻
匿
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
、
と
読
く

　
、
武
七
年
の
明
律
を
後
に
改
訂
し
て
同
三
＋
年
に
公
布
し
た
が
、
そ
の
　
　
の
さ
え
あ
る
。
名
山
藏
、
刑
法
記
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
、

　
　
時
の
御
製
序
文
の
中
に
も
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
府
州
衛
所
右
臨
左
廟
，
名
日
皮
場
。
吏
受
賊
至
六
十
金
者
。
引
入
場
中
。
桑



　
　
　
首
剥
皮
。
更
代
之
官
。
設
皮
坐
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
上
謂
刑
部
臣
日
。
善
名
人
之
所
慕
。
悪
名
人
之
所
恥
。
…
…
然
或
一
時
差
謬
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
と
い
う
。
貧
吏
の
皮
を
剥
も
、
そ
の
皮
を
…
敷
い
て
坐
す
。
し
か
し
、
　
　
　
或
爲
入
所
誰
誤
。
罹
干
刑
憲
。
錐
悔
無
及
。
験
深
知
近
時
所
犯
。
多
出
干
此
。

盃
の
剥
皮
の
刑
は
、
箏
る
讐
ぬ
、
嘘
談
で
あ
ろ
う
．
　
鴛
鑛
灘
聾
麺
羅
雛
噸
門
．
使
之
自
省
．
若
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
三
嚴
罰
の
心
境
　
　
　
　
　
」
と
撃
て
奮
。
ま
た
高
皇
帝
御
製
文
集
薯
纏
序
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
に
極
刑
を
行
ふ
も
、
効
果
な
し
と
、
太
租
は
見
て
い
た
。
即
ち
、

　
　 @
官
吏
の
犯
罪
鋳
葛
、
盃
の
矯
は
、
頗
垂
．
酷
で
あ
．
た
。
見
本
経
云
・
民
不
畏
死
・
奈
何
以
死
窪
之
・
當
是
時
・
天
下
初
定
・
暴

　
　
當
時
既
に
そ
れ
を
、
言
う
も
の
が
あ
っ
た
。
皇
明
通
紀
巻
四
、
洪
武
　
　
　
吏
弊
。
錐
朝
有
十
人
而
棄
市
。
暮
有
百
人
而
衡
爲
之
。
如
此
者
。
量
不
懸
纏

　
　
六
年
正
月
の
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
所
云
。
膜
乃
罷
極
刑
而
囚
役
之
。
不
趣
年
而
験
心
減
。
恐
復
以
斯
経
細
観

　
　
　
上
懲
元
氏
以
寛
縦
失
天
下
。
立
法
甚
嚴
。
臣
民
有
犯
必
謙
。
…
…
上
謂
桂
彦
　
　
　
其
文
之
行
用
。
若
濃
雲
覇
群
山
之
盤
障
。
外
盧
而
丙
實
…
…
洪
武
七
年
多
十

　
　
　
昌
・
簸
行
震
犯
・
奈
何
・
醤
甫
徳
則
逸
・
袈
則
勢
・
叢
靖
　
ご
月
躍
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
　
　
民
則
民
螢
而
弗
靖
。
徳
以
靖
民
則
民
靖
於
徳
突
。
…
°
：
上
日
卿
帝
者
師
也
。
　
　
と
記
る
釦
。
太
組
は
、
道
徳
経
聯
靴
の
「
民
常
不
畏
死
。
奈
何
以
死
　
2
3

　
　
ﾆ
あ
％
・
ま
た
同
九
年
六
月
の
條
に
・
山
票
遙
の
訓
嚢
居
升
が
・
，
灌
之
」
の
句
に
大
い
に
薦
す
る
き
う
が
あ
っ
た
・
そ
の
こ
と
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
三
事
を
上
言
し
た
こ
と
を
叙
べ
、
そ
の
申
の
「
用
刑
太
繁
」
に
、
　
　
　
解
緒
の
嘉
靖
版
解
學
士
丈
集
巻
一
、
大
庖
西
封
事
に
、
「
陛
下
嘗
教
臣

　
　
　
今
四
方
己
卒
突
。
民
心
思
治
突
。
而
不
務
以
寛
大
御
之
。
覗
謙
殺
人
如
滅
嬢
　
　
云
。
民
不
畏
死
。
奈
何
以
死
濯
之
。
」
と
あ
る
の
で
も
解
る
。

　
　
　
蟻
。
獲
民
不
獲
安
息
。
欲
以
圖
治
難
案
。
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
．
　
　
太
阻
は
、
官
吏
の
犯
罪
を
重
く
刑
し
た
が
、
心
中
に
な
お
情
誼
②

　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
と
い
う
。
と
も
に
苛
法
を
除
く
よ
う
、
太
阻
に
要
望
し
て
い
る
の
で
　
　
あ
た
玉
か
い
も
の
が
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
太
阻
の
官
吏
虚
罰
に
關
す

　
　
あ
る
。
　
　
　
　
’
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
記
事
を
見
て
も
、
一
方
に
は
残
忽
目
を
蔽
わ
し
む
る
も
の
が
あ
る

　
　
　
太
組
と
て
、
官
民
に
接
す
る
に
、
寛
容
を
以
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
　
　
か
と
思
え
ぱ
、
他
方
に
は
意
外
な
減
刑
が
あ
る
。
洪
武
實
録
二
十
年

　
　
ら
ぬ
こ
と
く
ら
い
は
、
夙
に
知
っ
て
い
た
。
洪
武
實
録
十
四
年
四
月
　
　
正
月
癸
丑
の
條
に
、

ド
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

1
8@
甲
子
の
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
焚
錦
衣
衛
刑
具
。
先
是
ρ
天
下
官
民
有
犯
者
・
倶
命
馬
法
司
。
其
有
重
罪
逮
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6
@
　
至
京
者
。
或
令
牧
繋
錦
衣
衛
。
審
其
情
融
。
用
事
者
因
而
非
法
凌
虐
。
上
闘
　
　
皇
后
馬
氏
崩
の
條
に
、

1
　
　
之
怒
日
。
訊
鞠
間
者
。
法
司
事
也
。
凡
負
重
罪
來
者
。
或
令
錦
衣
衛
審
之
。
　
　
　
上
以
威
武
治
天
下
。
后
嘗
濟
之
以
寛
仁
。
上
毎
前
殿
決
事
。
后
必
漕
聴
之
。

　
　
　
欲
先
得
其
情
耳
。
量
令
其
綴
錬
耶
。
而
乃
非
法
如
是
。
命
取
其
刑
具
。
悉
焚
　
　
　
如
聞
上
或
震
怒
回
宮
。
．
必
訥
今
日
庭
何
事
。
怒
何
人
・
因
泣
諌
日
。
上
位
已

　
　
　
之
。
以
所
繋
囚
。
邊
刑
部
審
理
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
衆
子
。
正
好
積
徳
。
不
可
縦
怒
。
致
殺
死
渚
。
冤
柾
。
活
人
性
命
。
乃
子

　
　
と
い
う
。
・
ま
た
同
録
二
十
三
年
十
一
月
癸
亥
の
條
に
も
、
　
　
　
　
　
　
　
孫
之
幅
。
國
酢
亦
長
久
。
上
從
之
。

　
　
　
上
論
刑
部
街
書
楊
靖
日
。
自
今
惟
犯
十
悪
井
殺
人
者
。
論
死
。
鹸
死
罪
。
皆
　
　
と
傳
う
る
の
に
よ
れ
ば
、
太
租
は
あ
く
ま
で
嚴
罰
主
義
を
と
り
、
緩

　
　
　
令
轍
粟
北
邊
以
自
陵
。
力
不
及
者
。
或
二
人
。
或
三
人
。
併
力
輸
蓮
。
…
…
．
に
馬
皇
后
の
諫
止
で
事
次
き
を
得
た
か
の
如
く
思
わ
せ
る
。

　
　 @
鰐
聾
雛
脚
課
騨
灘
難
駈
鱗
騙
法
常
濫
．
ま
た
同
時
に
、
太
阻
の
嚴
塑
蒙
、
馬
皇
后
の
諌
止
で
妻

　
　
と
あ
る
・
前
に
は
襲
衛
の
責
め
道
具
を
除
き
、
後
に
は
、
死
罪
を
を
得
て
い
た
の
が
、
皇
后
の
洪
武
＋
五
年
に
攣
る
や
、
忽
ち
嚴
罰

　
　
も
輸
粟
で
贋
わ
し
め
て
い
る
・
　
　
　
　
　
・
主
義
の
奮
の
奎
日
が
現
わ
れ
て
、
洪
武
＋
八
年
の
大
詰
覧
え
る
一

二
の

　
t
に
、
「
洪
武
二
十
六
年
に
申
ね
て
、
鞠
刑
の
禁
を
明
か
に
し
た
し
と
　
　
　
　
相
望
。

　
　
い
）
蕊
、
凡
そ
罪
囚
は
、
倶
に
刑
部
に
邊
っ
た
、
と
記
事
を
結
ん
で
い
　
　
と
述
ぶ
。
九
十
里
の
間
、
彙
せ
ら
れ
た
も
の
相
望
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

　
　
る
。
錦
衣
衛
の
苛
酷
な
拷
問
を
避
け
し
め
、
刑
部
の
穏
當
な
尋
問
を
　
　
　
し
か
し
太
祀
の
嚴
罰
主
義
を
、
太
組
の
本
心
に
の
み
露
す
る
こ
と

　
　
う
け
し
め
た
の
で
あ
る
。
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
出
來
な
い
と
思
う
。
罰
し
て
も
罰
し
て
も
、
後
に
纒
起
す
る
犯

　
　
　
然
ら
ば
太
姐
は
、
ど
う
し
て
輔
方
で
は
極
刑
を
行
い
な
が
ら
、
他
　
　
罪
を
見
て
は
・
，
太
組
な
ら
す
と
も
、
嚴
罰
せ
す
ん
ぱ
止
ま
す
、
と
思

　
　
方
で
は
寛
容
の
態
度
を
持
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
者
の
い
す
れ
が
、
　
う
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
太
租
の
苦
慮
は
、
大
諾
の
刑
齢
損
典
盗
根

　
　
ｾ
組
の
本
心
な
の
で
あ
る
か
。
皇
明
通
紀
蜷
洪
武
＋
五
年
八
月
丙
戌
、
躾
の
條
を
は
じ
め
、
綾
編
の
相
醤
屍
不
實
肇
な
憂
漱
窺



　
　
　
わ
れ
る
。
刑
馨
撹
典
が
再
び
線
を
盗
ん
だ
條
に
於
い
て
は
、
太
組
　
欲
除
貧
馨
吏
。
奈
何
朝
殺
而
暮
犯
・
今
後
犯
考
撃
分
鍵
・
皆
諌
之
・

　
　
　
は
言
慨
嘆
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
の
は
、
太
阻
の
心
境
に
同
情
し
た
の
で
あ
ろ
う
う
・
沈
家
本

　
　
　
龍
江
饗
纂
人
等
。
爲
通
同
戸
部
官
郭
桓
等
。
盗
碁
根
。
其
纂
人
等
の
沈
籍
先
生
遺
書
所
牧
の
、
明
大
詰
峻
令
考
に
・
，
「
族
詠
」
を
論
じ

　
　
　
已
行
墨
要
身
。
挑
筋
去
膝
蓋
。
魯
本
倉
守
支
。
不
馨
年
－
（
再
び
倉
て
・

　
　
　
の
襖
を
盗
ん
だ
）
…
鳴
呼
是
官
是
吏
。
受
刑
之
時
。
膜
謂
斯
刑
酷
　
。
聞
見

　
　
　
者
蟹
嚢
。
出
見
墓
農
名
華
・
霧
讐
・
形
非
命
存
・
悪
梁
已
・
　
按
蓑
。
印
妻
族
之
法
也
。
自
漢
以
來
。
非
叛
逆
無
用
此
重
砦
。
題

　
　
　
勿
費
官
根
。
此
等
凶
頑
之
徒
。
果
將
何
法
以
治
之
乎
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意
在
懲
悪
。
…
…
其
後
成
祀
屠
鐵
忠
良
。
牽
用
此
法
。
可
慨
也
夫
。

　
　
　
皇
明
通
紀
蜷
洪
武
十
八
年
四
月
の
條
に
よ
れ
ば
、
「
時
戸
部
侍
郎
郭
桓
　
　
乏
結
ぶ
。
こ
れ
ま
た
太
組
の
族
謙
し
た
の
は
、
悪
を
懲
ら
す
た
め
で
、

　
　
等
犯
罪
。
賠
盗
過
官
根
凡
七
百
萬
石
有
饒
。
詞
連
天
下
諸
司
。
官
吏
　
　
止
む
を
得
ぬ
に
出
た
が
、
成
組
が
族
謀
し
た
の
は
、
率
ね
忠
良
の
徒

　
　
繋
獄
擬
罪
者
。
敬
萬
人
。
」
と
記
る
さ
れ
て
い
る
。
大
一
話
綾
編
の
相
験
　
　
　
に
伽
封
し
て
野
あ
っ
て
、
嘆
か
わ
し
き
こ
と
で
あ
る
、
と
解
す
べ
き
で

　
　
囚
屍
不
實
の
條
に
は
、
ま
す
刑
部
の
官
吏
が
罪
を
犯
し
た
の
で
、
そ
　
　
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
黷
�
ｱ
し
た
こ
と
を
叙
ぺ
・
　
　
，
　
　
－
歪
が
嚴
望
行
っ
た
の
は
、
豊
を
警
す
た
め
で
あ
そ
・
欄

　
　
　
膜
親
詣
太
準
門
。
將
各
官
吏
。
錘
楚
無
敷
。
則
其
足
。
獲
於
本
部
。
昭
示
無
　
　
太
組
は
萬
事
を
心
得
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
太
組
は
、
こ
う
い

　
　
　
罪
者
。
鳴
呼
以
此
法
此
刑
。
膜
目
観
之
。
毫
髪
爲
之
疎
然
。
想
必
無
再
犯
者
。
　
う
嚴
罰
は
、
自
分
一
代
で
止
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
子
孫
に
は
行
っ
て

謳
麟
羅
報
慧
欝
韓
と
思
わ
は
難
繕
華
螺
難
難
嗣
君
統
理
天

　
　
れ
た
の
に
、
ま
た
も
や
懲
り
芝
、
罪
を
犯
し
て
い
る
、
と
憤
怒
し
　
下
。
止
守
律
與
大
譜
・
並
不
許
用
騎
購
閤
割
之
刑
・

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
’
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
の
み
な
ら
す
、
洪
武
實
録
三
＋
年
五
月
甲
寅
の
條
に
よ
れ
ば
・

　
　
　
太
組
の
嚴
罰
も
、
無
理
で
は
な
い
。
止
む
を
得
な
い
措
置
と
裏
書
　
　
刑
罰
は
須
ら
く
、
律
文
に
照
ら
し
て
行
う
べ
き
を
・
明
か
に
し
て
い

7
き
す
る
も
の
で
あ
る
。
孤
樹
衷
談
巻
二
に
、
　
　
　
　
　
る
。
帥
ち
、

　
－
太
鶉
時
。
編
律
頒
行
。
各
衙
門
導
。
然
而
犯
法
者
釜
多
。
太
習
。
我
゜
大
明
律
震
。
上
御
茜
。
馨
臣
日
・
膜
有
天
下
・
…
以
蟹
縄
頑
・



8
　
　
刊
著
爲
令
。
行
之
已
久
。
然
而
犯
者
猫
衆
。
故
於
聴
政
之
暇
。
作
大
諮
。
昭
　
　
と
救
べ
て
あ
る
。
こ
の
表
文
に
見
え
る
、
乃
不
得
己
。
假
峻
法
。
以

1
8

　
　
　
示
民
間
。
使
知
趨
吉
避
凶
之
道
。
…
…
然
法
在
有
司
。
民
不
周
知
。
故
命
刑
　
　
縄
之
。
の
句
は
、
明
律
の
逐
條
が
、
ひ
と
り
劉
惟
謙
の
裁
断
に
ま
か

　
　
　
官
。
取
大
詰
管
。
撮
其
要
略
。
附
繋
律
。
…
除
謀
逆
葎
嚢
載
外
。
さ
れ
た
の
で
な
く
・
太
組
も
と
も
に
審
議
し
姦
か
ら
考
え
て
・
こ

　
　
　
其
雑
犯
大
小
之
罪
。
悉
依
陵
罪
之
例
論
噺
。
今
編
次
成
書
。
刊
布
中
外
。
令

　
　
．
天
下
知
所
導
・
刑
期
無
刑
・
庶
嚢
鶉
之
意
・
　
　
　
，
れ
は
惟
謙
の
執
籍
か
、
る
と
は
い
え
、
太
馨
心
境
護
映
し
た

　
　
と
い
う
・
さ
き
に
明
讐
公
布
し
て
不
法
叢
締
っ
た
が
・
な
お
犯
も
の
と
解
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
す
も
の
が
多
い
の
で
・
律
丈
に
も
な
い
極
刑
を
行
っ
て
・
そ
れ
を
大
　
　
　
太
組
の
嚴
罰
主
義
は
、
肚
年
に
強
く
、
晩
年
に
な
っ
て
蓑
え
た
、

　
　
�
ﾉ
撃
て
・
講
に
智
せ
た
・
今
や
隻
を
改
訂
し
て
・
あ
又
は
馬
皇
后
の
生
謳
副
と
崩
後
と
墨
化
し
た
と
、
そ
う
見
て
も
よ
い

　
　
後
は
こ
の
隻
に
よ
っ
て
麟
す
る
・
隻
以
上
の
極
刑
は
行
わ
な
が
、
太
組
は
、
政
治
家
で
あ
る
。
太
組
は
政
治
家
で
あ
る
か
ら
、
う

　
　
い
゜
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
つ
づ
く
官
吏
の
犯
罪
を
防
止
す
べ
く
、
止
む
を
得
す
、
嚴
罰
主
義
　
［

．
魅
臨
霧
駅
韓
羅
黙
D
韓
蘇
諺
黙
餐
礪
難
禦
防
窮
繍
蘇
霧
竣

　
　
相
纒
ぐ
犯
罪
を
防
止
せ
ん
が
た
め
の
・
止
む
を
得
ぬ
嚴
禦
・
愁
の
と
、
考
え
て
い
た
。
太
組
の
履
の
考
え
方
と
、
外
の
嚴
罰
主
義

　
　
に
あ
っ
て
は
・
嚴
罰
の
恐
ろ
し
い
面
の
み
を
ハ
官
民
に
示
し
て
・
貧
　
　
の
行
動
と
は
、
必
す
し
も
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、

　
　
好
を
威
嚇
し
、
老
境
に
入
っ
て
始
め
て
、
心
の
底
を
わ
っ
て
、
犯
罪
　
　
太
組
の
嚴
罰
主
義
は
、
年
代
の
前
後
で
、
現
わ
れ
た
現
わ
れ
ぬ
を
匠

　
　
を
防
止
す
る
た
め
の
嚴
罰
と
、
や
さ
し
み
の
あ
る
告
白
を
し
た
の
で
　
　
別
す
る
こ
と
も
出
來
す
、
年
代
を
限
ら
す
、
随
時
随
所
に
按
配
さ
れ

　
　
は
な
か
ろ
う
か
。
明
律
所
載
の
、
洪
武
七
年
刑
部
爪
何
書
劉
惟
謙
の
進
　
　
て
、
甚
深
微
妙
に
嚢
揮
さ
れ
た
。
・
そ
う
し
て
そ
れ
が
効
果
納
な
の
で

　
　
大
明
律
表
に
、
　
　
　
　
　
　
　
’
　
あ
る
。
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
唯
貧
墨
之
吏
。
承
踵
元
弊
。
不
異
白
棄
中
之
沙
礫
。
禾
黍
中
之
穣
雰
也
。
乃
　
　
　
太
組
の
刑
罰
に
封
す
る
考
え
方
を
付
度
し
て
み
る
と
、
刑
の
氣
持

　
　
　
不
得
已
。
假
峻
法
。
以
罷
之
。
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
と
、
刑
の
實
行
と
は
、
必
す
し
も
｝
致
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。



　
　
m
c
帝
饗
文
集
博
刑
賞
に
、
理
想
の
三
髪
帝
の
刑
を
、
　
の
だ
。
覆
の
曼
公
籠
張
湯
欝
刑
に
、

　
　
　
膜
聞
三
皇
五
帝
之
治
天
下
。
其
用
刑
也
甚
簡
。
及
其
行
也
甚
嚴
。
民
撃
壌
而
　
　
　
臣
聞
。
帝
王
之
制
刑
輕
重
。
貴
在
適
中
。
中
則
事
允
而
情
構
。
故
死
人
不
爲

　
　
　
歌
・
不
碧
兵
・
何
袈
之
樂
哉
・
今
莫
知
羨
何
・
　
　
　
　
怨
。
生
人
以
憲
也
。
且
死
不
可
以
復
生
也
。
故
碧
重
抵
死
而
情
輕
者
。

と
奪
て
い
る
・
三
髪
帝
の
刑
難
し
て
、
軍
嚴
．
以
聾
輪
雛
謙
韻
翻
織
滅
其
死
而
全
之
生
．
使
適
輕

　
　
っ
て
民
を
安
ら
か
に
し
得
た
が
、
さ
て
そ
の
簡
刑
嚴
行
妄
遭
、
ど
叙
ぶ
・
毒
は
・
漢
代
の
肉
刑
に
託
し
て
、
明
代
の
肉
刑
を
議
し
、

　
　
今
は
智
由
も
な
魂
智
由
も
な
い
が
、
太
組
に
は
、
太
組
と
し
太
組
の
行
っ
た
嚴
罰
の
肉
刑
も
、
案
外
み
邊
に
狙
い
が
あ
っ
た
の

　
　
て
の
幻
想
が
あ
ろ
う
。
そ
の
幻
想
が
、
太
組
の
腹
と
實
行
の
つ
か
い
　
か
も
知
れ
ぬ
・
　
　
　
　
　
－

　
　
わ
け
と
な
っ
て
、
太
組
を
し
て
腹
以
L
の
嚴
罰
主
義
を
、
亭
氣
で
行
　
　
　
し
か
し
こ
の
狙
い
ぼ
・
的
申
は
む
つ
か
し
い
・
太
組
の
腹
の
中
は

　
　
墲
ｹ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
言
。
　
　
　
　
ど
う
あ
ろ
う
と
、
慶
極
刑
を
行
養
、
極
刑
の
輩
は
碧
な
い
。
一

　
　
@
而
し
て
そ
の
嚴
罰
は
、
隻
を
整
て
、
時
中
に
行
わ
れ
た
。
御
萬
暦
版
糞
漫
筆
蜷
に
、
　
．
　
　
　
－
．
舎

　
　
製
文
集
畦
保
身
読
に
、
　
　
・
　
　
　
．
　
、
馨
陳
・
渉
鷲
碧
戒
行
。
永
樂
中
嘗
預
修
大
典
。
鰯
老
太
倉
慧
寺
。
一

　
　
　
大
化
言
天
地
之
氣
蓮
用
也
・
世
之
賢
者
。
特
以
君
政
配
之
。
亦
謂
之
大
化
。
　
　
　
時
年
八
十
鹸
。
嘗
語
坐
客
云
。
洪
武
聞
。
秀
才
倣
官
。
喫
多
少
辛
苦
。
受
多

　
　
　
所
昊
地
之
大
化
四
時
是
也
・
…
袈
之
化
・
以
其
太
和
之
氣
流
行
・
－
　
少
籍
。
與
朝
廷
出
多
少
心
力
到
頭
來
。
浩
過
犯
。
輕
則
充
軍
。
重
則
刑

　
　 @
－
如
夏
之
化
．
糞
諜
．
…
秋
之
化
．
籍
羅
之
時
。
於
此
之
雛
灘
蕪
野
難
療
礁
鵬
課
額
簸
薩
．
，

　
　
　
際
。
無
有
不
結
塞
。
冬
之
化
。
當
酷
寒
霧
之
氣
。
於
此
之
時
。
磐
不
　
馬
皇
姜
嚢
・
多
少
受
用
・
幹
得
幾
許
事
來
到
頭
全
塞
些
罪
過
・
今

　
　
　
粛
殺
者
。
此
四
時
四
季
順
而
天
地
和
。
萬
物
育
。
　
　
　
　
　
　
・
　
　
・
　
　
日
國
家
無
負
士
大
夫
。
天
下
士
大
夫
負
國
家
多
　
。
潰
便
是
討
債
的
。
此
皆

　
，
と
論
じ
て
い
る
。
政
治
の
妙
を
、
四
時
に
擬
す
れ
ば
、
春
和
夏
養
の
　
　
　
確
論
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
後
に
秋
牧
冬
嚴
の
來
る
の
も
、
止
む
を
得
な
n
。
　
　
　
　
　
　
　
、
と
い
う
挿
話
が
載
っ
て
い
る
。
洪
武
の
官
吏
が
、
如
何
に
太
阻
の
嚴
幽

　
　
　
嚴
冬
に
粛
殺
を
用
う
れ
ば
不
仁
の
誹
誘
を
免
れ
な
い
が
、
そ
の
不
　
　
罰
に
怯
え
て
い
た
か
を
、
察
す
る
に
足
る
。
阜

鵬
　
仁
を
必
す
し
も
暴
虐
と
見
せ
ぬ
，
と
こ
ろ
に
、
爲
政
家
の
手
腕
が
あ
る
　
　
　
太
租
は
官
吏
の
犯
罪
に
封
し
て
、
嚴
刑
を
行
っ
た
。
嚴
刑
は
、
太
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・

ｷ
自
身
の
性
箆
嚢
し
た
と
は
い
え
、
、
そ
れ
に
の
み
露
す
る
こ
と
は
　
他
方
に
は
地
方
に
官
吏
の
出
張
す
る
こ
と
を
、
禁
ナ
る
な
ど
の
細
か
’

－
で
き
な
い
・
畜
は
・
元
朝
以
來
弛
綾
し
た
官
場
を
引
締
め
る
た
め
い
心
遺
い
ま
で
し
た
。
明
轟
葎
、
信
牌
の
双
行
註
に
、

　
　
に
、
止
む
を
得
す
、
嚴
刑
を
行
っ
た
。
律
文
の
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
　
　
　
府
官
不
許
入
州
衙
。
州
官
不
許
入
縣
衙
。
縣
官
不
許
下
郷
村
。
　
　
　
　
｛

　
　
律
文
に
よ
ら
す
嚴
罰
に
出
た
の
は
・
太
阻
に
も
何
か
考
が
あ
っ
て
の
　
　
と
見
え
て
い
る
。
律
文
の
双
行
註
で
は
あ
る
が
、
輕
覗
す
る
わ
け
に

　
　
T
と
・
解
す
る
外
な
か
ろ
う
・
而
し
て
こ
の
嚴
罰
は
・
盃
の
民
・
は
い
か
な
い
。
大
諾
、
鶉
、
墨
下
響
吏
堪
に
、

　
　
政
に
・
確
か
に
汚
黙
を
印
し
た
に
相
異
な
い
が
、
ま
た
律
丈
に
屯
な
　
　
　
十
二
布
政
司
及
府
州
縣
。
験
嘗
禁
止
官
吏
喜
隷
。
不
許
下
郷
擾
民
。
其
禁
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
年
　
。
有
等
貧
焚
之
徒
。
往
々
不
畏
死
罪
。
違
旨
下
郷
。
動
擾
於
民
。

雑
鰐
駿
麟
無
繕
暢
篇
騨
と
讃
難
擁
鵜
籍
　
及
官
吏

　
　
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
太
組
も
こ
の
懸
評
を
甘
受
す
べ
き
で
あ
る
。
政
治
　
　
　
親
自
下
郷
擾
害
。
其
良
民
被
不
才
官
吏
宅
隷
弓
兵
人
等
酷
害
至
極
。
…
…
所
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
は
名
聲
で
な
く
、
實
効
に
あ
る
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
前
編
爾
詰
禁
止
。
不
許
官
吏
下
郷
。
諸
司
亦
不
得
差
人
勾
擾
。
　
　
　
　
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
・
太
阻
は
・
官
吏
不
下
郷
の
條
峯
・
か
な
り
重
く
取
扱
つ
一

　
　
　
　
　
　
　
四
官
吏
不
下
郷
　
　
　
・
　
　
て
い
る
と
・
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
　
　
、
　
　
、

　
　 @
明
の
太
組
は
・
貧
困
か
身
を
起
し
て
・
國
の
治
安
は
・
民
藷
　
太
組
の
民
政
を
．
て
は
、
官
吏
不
下
郷
の
如
き
こ
と
で
も
、
ゆ

　
　
ｩ
に
し
て
お
く
こ
と
か
ら
始
ま
り
・
民
を
騒
が
せ
て
は
・
つ
ま
り
鑑
る
が
芝
す
る
こ
と
が
出
來
課
の
で
あ
る
。
大
諾
、
績
編
、
濫
設

　
　
ﾉ
な
る
と
・
痛
感
し
て
い
た
・
そ
こ
で
官
吏
叢
め
て
昆
を
繋
吏
卒
遵
に
、

し
て
は
な
ら
ぬ
．
い
ま
民
藁
菱
と
は
、
生
れ
た
ば
か
£
編
嘲
蠣
饗
篶
肇
租
噸
騨
穣
礫
攣
慧

　
　
雛
か
ら
羽
毛
を
む
し
り
取
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
て
お
る
。
し
か
　
　
　
構
的
當
幹
辮
管
幹
名
色
。
出
入
市
村
虐
民
。
甚
如
虎
狼
。
律
有
常
憲
。
鼠
政

　
　
し
明
初
の
官
吏
は
堕
落
し
て
い
て
、
太
組
の
め
が
ね
に
か
な
う
わ
け
　
　
　
者
斬
。

　
　
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
．
太
阻
は
大
き
く
官
吏
を
弾
願
す
る
と
と
も
に
、
　
と
記
る
す
。
各
衛
門
が
、
定
員
以
上
の
官
吏
皇
隷
を
置
い
て
、
乙
飢



　
　
ら
の
冗
員
が
地
方
に
出
張
し
て
、
虎
狼
の
如
く
民
を
虐
げ
て
い
た
の
　
　
静
と
廻
避
を
要
望
し
た
。
廻
避
で
、
人
梯
い
を
命
令
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
府
州
縣
の
地
方
官
吏
は
、
親
民
官
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
巡
覗

　
　
　
大
諾
、
差
使
人
離
犯
分
燈
に
、
享
葛
隷
の
身
分
を
読
明
し
の
場
合
に
は
、
｝
行
の
先
頭
に
「
懇
」
牌
を
掲
げ
る
が
・
「
廻
避
」

　
　
て
、
「
喜
隷
係
是
諸
司
衙
門
執
鞭
縄
鐙
駆
使
勾
掻
公
事
之
人
」
と
い
瓦
、
　
牌
は
掲
げ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
親
民
官
で
あ
る
か
ら
、
人
梯

　
　
そ
の
次
に
、
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
い
を
し
た
の
で
は
い
け
な
い
。
む
し
ろ
民
を
覗
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・

　
　
　
揚
州
府
。
差
宅
隷
宋
重
八
。
下
高
郵
州
。
傳
遍
事
務
。
其
高
郵
州
同
知
劉
牧
。
　
そ
う
い
う
府
州
縣
の
親
民
官
が
、
郷
村
に
出
張
も
出
來
な
い
と
は
、

　
　
　
繋
本
卒
入
正
門
。
馳
當
道
。
坐
公
座
。
劉
牧
雛
籍
。
鳴
呼
蕎
知
劉
何
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
・

　
　@
欝
麺
黙
羅
簿
蕪
鯨
籠
雛
鑓
耀
明
代
の
著
を
、
馨
と
見
る
こ
と
は
、
洪
武
舞
圭

　
　
　
致
事
畳
。
已
将
同
知
劉
牧
皇
隷
宋
重
八
杖
噺
。
流
入
雲
南
。
　
　
　
　
　
　
年
二
月
己
卯
の
條
に
、

　
　ﾞ
ぶ
℃
上
馨
壌
振
遺
さ
れ
た
小
使
は
・
縣
官
を
も
讐
に
選
引
除
縣
官
辛
葵
．
上
悉
召
前
書
．
縣
官
之
職
．
轟
於
民
。
歴

　
　
か
け
た
の
で
あ
る
榔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
償
之
構
循
吏
者
。
多
由
此
出
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
り
、
ま
た
同
實
録
一
．
一
十
九
年
二
月
乙
卯
の
條
に
、

　
　
　
官
吏
を
郷
に
下
さ
な
い
こ
と
は
、
官
吏
が
郷
．
に
下
っ
て
官
民
を
苦

し
め
る
こ
と
を
畳
ぱ
、
當
然
の
用
意
と
も
妻
蒙
、
し
か
蒙
嚢
磐
難
簾
購
館
服
難
詳
葎
雛

　
　
し
中
央
官
廉
の
中
央
官
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
す
、
地
方
官
聴
た
る
府
州
　
　
　
女
。
乃
坐
覗
其
困
。
悟
不
加
郎
。
而
又
不
以
上
聞
。
爲
民
父
母
者
。
果
如
此

　
　
縣
の
親
民
官
ま
で
も
、
そ
の
下
級
地
方
官
廉
…
に
出
張
す
る
こ
と
が
出
　
　
　
耶
。
命
杖
之
。
令
獲
粟
賑
其
民
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
來
な
い
で
は
、
親
民
官
た
る
名
構
に
封
し
て
も
、
矛
盾
し
て
お
る
措
　
　
と
い
5
1
。
こ
の
親
民
宮
た
る
地
方
宮
臆
の
官
吏
を
し
て
、
郷
村
に
下

　
　
置
で
な
か
ろ
う
か
。
中
央
官
と
地
方
親
民
宮
と
は
、
識
然
と
遜
別
さ
　
　
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

を
　
れ
て
い
て
、
清
朝
で
は
、
申
央
官
の
地
方
出
張
の
場
合
に
は
、
｝
行
　
　
府
州
縣
の
親
民
官
を
、
郷
村
に
下
さ
せ
な
匹
で
は
、
親
民
官
と
な

葱
の
先
頭
に
、
．
嚢
し
、
廻
攣
の
鷹
を
捧
醤
せ
て
、
民
衆
編
髪
韓
で
あ
る
が
・
太
禦
か
盛
矛
盾
ま
で
家
し
て
・
臨
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縣
の
官
吏
を
郷
村
に
下
さ
せ
な
い
の
は
、
一
に
官
吏
が
榔
村
に
下
る
　
　
郷
し
て
民
を
虐
げ
る
か
ら
、
こ
れ
を
と
め
る
の
で
あ
っ
て
、
親
民
官

　
－
と
・
弊
を
醸
す
か
ら
で
あ
る
・
大
諾
、
績
編
、
塞
下
郷
唖
に
、
　
た
る
も
の
の
當
然
の
下
饗
、
必
す
し
も
禁
じ
麿
の
で
あ
る
。

　
　 @
＋
二
布
政
司
井
府
州
縣
・
往
讐
吏
・
不
時
督
下
郷
・
擾
吾
髭
。
非
止
　
親
昏
の
當
然
の
下
郷
は
認
め
る
が
、
官
栗
下
郷
の
禁
令
を
出

　
　
　
一
端
。
敷
禁
不
許
。
毎
々
故
違
不
止
。
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
・
　
　
し
て
、
民
を
苦
し
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
心
掛
け
た
く
ら
い
で
あ

　
　
と
嘆
じ
て
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
府
州
縣
の
官
吏
と
て
、
絶
封
的
に
、
　
る
か
ら
、
そ
の
下
郷
に
つ
い
て
は
細
心
の
注
意
を
佛
っ
て
い
る
。
大

　
　
郷
村
に
下
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
た
貸
「
不
時
」
に
郷
彪
下
．
て
諾
、
綾
編
、
遣
牌
喚
轟
一
に
、
　
　
　
　
　
。
”

　
　
良
民
を
擾
齪
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
ご
布
政
司
府
州
縣
。
凡
有
臨
民
公
務
。
遣
牌
下
郷
。
指
郷
村
坐
地
名
下
姓

　
　 @
府
州
縣
の
官
吏
が
郷
村
に
下
喝
場
合
を
考
え
る
と
、
明
律
蜷
戸
律
、
鷲
講
馨
講
肇
蕪
難
凹
黙
韓
講
・

　
　
田
宅
、
検
踏
災
傷
穎
の
條
に
　
　
　
　
　
　
質
嚢
爲
何
・
恐
民
美
箋
・
爲
生
理
雲
出
・
或
近
威
華
嘉
。
一

　
　
　
凡
部
内
。
有
水
早
霧
及
鵠
爲
害
。
雇
災
傷
羅
。
有
司
官
吏
。
懸
准
　
果
袈
・
非
民
得
罪
也
・
若
加
以
罪
・
署
司
故
塁
罠
・
馨
藻
。
有
3
・

　
　
　
告
而
不
印
受
理
申
報
露
。
及
本
管
上
司
盃
委
官
覆
踏
者
。
各
杖
八
＋
。
　
司
之
罪
・
宜
微
不
赦
・
戒
之
哉
・
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　 @
編
騒
灘
鑛
．
難
縄
欝
難
認
灘
鱗
．
と
見
え
て
い
る
．
霧
に
は
牌
を
攣
し
て
、
民
豪
學
．

　
　
　
喬
作
弊
・
讐
養
者
・
各
杖
青
。
罷
職
役
不
叙
。
　
　
　
も
し
官
吏
に
し
て
、
そ
う
い
う
手
績
を
と
ら
す
、
い
き
な
り
轟
を

　
　
と
い
う
。
こ
の
場
合
に
も
、
悪
事
な
は
た
ら
か
ぬ
よ
う
、
細
か
く
規
　
　
遣
わ
せ
ば
、
民
は
京
に
赴
い
て
、
そ
れ
を
訴
え
て
も
よ
い
。
も
し
官

　
　
定
し
て
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
が
牌
を
逡
わ
し
て
三
度
呼
ん
喋
、
塁
來
な
け
れ
ば
、
始
め
て

　
　
@
ま
た
・
捕
盗
の
場
宴
ら
ば
差
支
え
な
い
。
警
警
聾
縦
吏
下
轟
を
遣
わ
し
て
民
を
と
ら
え
智
そ
し
て
來
な
轟
を
き
く
。

　
　

ｽ
の
條
に
・
　
　
　
　
　
、
　
　
　
官
吏
の
下
攣
る
以
前
に
、
牌
を
逡
わ
す
。
明
轟
覆
、
侮

　
　
　
郷
村
小
民
。
畏
吏
如
虎
。
縦
吏
下
郷
。
猫
縦
虎
出
押
也
。
弓
手
土
兵
。
尤
當
　
　
の
條
に
、

　
　
　
禁
賎
。
自
非
捕
盗
。
皆
不
可
差
出
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
府
州
縣
。
置
立
信
牌
。
…
…
若
府
州
縣
官
。
遇
有
辮
事
務
。
不
行
依
律
護

　
　
と
あ
る
。
官
吏
不
下
郷
と
い
う
の
も
、
親
民
官
で
あ
り
な
が
ら
、
下
　

遣
信
牌
。
輯
下
所
鰯
。
守
併
者
。
杖
一
百
。
（
謂
如
府
官
不
許
入
州
衙
。
洲



　
　
　
官
不
許
入
縣
衙
。
縣
宮
不
許
下
郷
村
之
類
）
。
其
馳
覗
橋
梁
好
岸
騨
傳
逓
鋪
。
　
十
四
年
四
月
戊
寅
の
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
踏
勘
災
傷
。
楡
死
捕
賊
抄
劉
之
類
。
不
在
此
限
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
部
筒
書
揚
靖
奏
。
在
京
諸
司
鷹
用
喜
隷
。
、
以
民
充
之
。

　
　
と
あ
り
、
明
律
集
解
附
例
の
そ
の
纂
註
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
叙
ぺ
て
あ
る
こ
の
民
は
、
家
に
引
用
す
る
、
大
諾
、
績
編
、
市
民

　
　
@
催纐

|
薩
都
賭
雛
蠕
騨
翻
嘱
欝
不
許
爲
吏
卒
櫛
㌢
ら
推
し
て
夏
民
と
解
す
、
き
で
あ
乃
－
．
即

　
　
　
府
州
縣
官
。
遇
有
事
務
。
不
行
依
此
律
條
。
稜
遣
信
牌
催
辮
。
軌
親
自
下
各
　
　
ち
市
民
不
許
爲
吏
卒
の
條
に
、

　
　
　
所
麗
。
坐
守
催
併
。
是
爲
擾
民
。
故
杖
一
百
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
後
諸
慮
有
司
衙
門
。
皇
隷
吏
員
獄
卒
。
不
許
用
市
井
之
民
。
其
市
井
之
民
。

　
　

ﾆ
い
う
．
こ
の
信
牌
を
、
大
彗
編
御
史
劉
志
仁
等
不
才
謹
鷺
解
護
蟻
即
韻
雑
灘
繭
鞭
鋸
韓
．

　
　
に
よ
れ
ば
、
帖
と
も
構
し
て
浄
た
ら
し
い
。
帥
ち
「
帖
下
郷
村
。
遍
　
　
　
鋪
面
。
絶
本
作
行
商
。
其
心
不
善
。
日
生
妊
詐
。
豊
止
一
端
・
惟
務
構
結
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

．
．
馨
と
舞
瓢
の
夢
琴
筆
摯
峯
彌
都
騰
蘇
即
難
驚
鵯
難
N
麟
諜
『

そ
の
皇
殊
に
葛
隷
の
輩
つ
い
て
も
毒
の
考
慮
を
佛
っ
て
灘
聾
雛
鰭
額
戴
心
輪
鞘
傍
前
用
此
．
治
以
死
一

　
　

｢
た
。
大
諾
、
績
編
、
甕
卒
灘
嘩
に
、
　
、
　
と
記
る
さ
れ
て
い
る
・
衙
門
の
轟
は
・
市
井
の
民
を
用
い
て
は
な

　
　
　
天
下
諸
司
所
用
走
卒
。
不
可
無
者
。
…
…
良
家
子
弟
↓
受
是
役
。
…
…
膜
今

　
　
　
濁
條
。
特
論
諸
走
卒
…
°
：
之
父
母
兄
弟
妻
子
・
…
…
戒
之
。
　
　
　
　
　
　
　
ら
ぬ
。
市
井
の
偶
を
葛
隷
に
用
う
れ
は
、
そ
の
害
は
頗
る
大
で
あ
る
。

　
　
ﾆ
で
、
つ
づ
い
て
、
吏
卒
額
榜
聯
＋
に
、
　
　
　
も
し
市
井
の
民
で
轟
に
な
．
て
居
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
速
に
誉

　
　
　
今
後
＋
二
布
政
司
・
府
州
縣
諸
司
衙
門
・
凡
有
留
愈
・
鷹
役
皇
隷
・
或
親
身
・
去
れ
、
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
或
代
替
。
或
傭
他
人
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
吏
の
下
郷
問
題
な
ど
・
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
取
る
に
足
ら
な

　
　
と
あ
る
。
良
家
の
子
弟
、
農
家
の
出
身
を
、
吏
卒
に
用
い
た
の
で
あ
　
　
い
瑛
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
う
太
組
は
、
官
吏
の
下
綿
問
題

　
　
る
。
　
　
．
　
　
　
・
　
　
’
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
、
大
き
く
取
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
日
と
異
な
る
、
官
奪
民
卑

ヨ
ー
9@
　
太
組
は
、
喜
隷
を
、
農
家
の
子
弟
か
ら
採
用
し
た
。
洪
武
實
録
二
　
　
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
事
の
大
小
を
辮
え
た
、
適
宜
の
措
置
で
あ
ろ



9
4
@
う
。
洪
武
實
録
元
年
七
月
辛
巳
の
條
に
、
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
雄
時
代
か
ら
も
、
屡
民
の
た
め
に
齪
を
平
ら
げ
る
の
だ
と
、
宣
言
し

1
　
　
　
上
與
侍
臣
。
論
及
創
業
之
難
。
上
日
。
験
頼
將
帥
之
力
。
掃
除
繭
餓
。
以
成
　
　
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　@
難
鞭
騨
P
難
噸
麹
膿
黙
賄
鴨
撫
耀
．
太
雲
、
民
の
た
め
の
政
治
を
霧
し
た
か
ら
、
民
意
の
讐

　
　
　
未
有
不
危
亡
者
莫
。
膜
毎
念
及
之
。
中
心
蜴
然
。
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
は
か
っ
た
。
洪
武
實
録
元
年
＋
二
月
己
巳
の
條
に
よ
れ
ば
、

と
述
懐
し
て
い
る
．
更
に
山
局
皇
帝
御
製
文
集
港
鍮
蓬
承
宣
布
政
使
闇
謹
羅
欝
鯉
羅
鷺
㌫
難
難
翠
馨

　
　
司
参
政
魏
鑑
禮
荘
詔
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
、
　
　
　
許
撃
登
聞
鼓
・
監
察
蟹
臨
裂
・
沮
薯
死
・
其
戸
婚
里
諸
細
事
・

　
　
　
験
襯
上
古
天
下
之
治
臨
。
在
於
君
臣
能
駅
不
能
駅
耳
。
若
君
能
駅
臣
下
。
以
　
　
　
皆
臨
有
司
。
不
許
撃
鼓
。

　
　
　
禮
法
。
臣
能
駁
吏
以
膣
上
。
故
治
由
此
始
。
若
君
岡
知
所
以
駅
臣
下
。
臣
亦
　
　
　
洪
武
元
年
に
早
く
も
、
登
聞
鼓
を
設
け
て
お
る
。

　
　
　
無
以
知
以
縄
吏
卒
。
故
凱
由
此
而
始
　
。
或
云
。
吏
卒
小
人
。
其
於
治
齪
何

　
　
　
干
・
然
錐
小
人
凡
施
小
詐
・
動
傷
國
政
・
所
以
観
始
・
若
吏
奪
分
・
民
　
し
か
し
、
登
聞
鼓
は
、
先
朝
既
に
行
う
と
こ
ろ
で
あ
．
て
、
太
組
｛

　
　
　
無
狂
擾
則
民
安
　
。
　
　
　
　
・
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
侯
た
な
い
。
太
組
の
た
め
に
特
記
す
べ
き
は
、
官
吏
の
善
悪
を
、
　
3
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
と
重
覗
し
て
い
御
。
以
っ
て
太
阻
の
民
政
観
を
ト
す
る
に
足
り
・
・
そ
　
　
民
の
批
判
に
ま
か
せ
た
・
そ
の
決
意
で
あ
ろ
う
。
大
諾
所
牧
の
・
民
　
一

　
　
黷
�
@
す
れ
ば
、
蓋
が
、
宴
の
下
郷
籔
し
て
も
、
細
心
の
注
陳
有
司
暮
楚
、
及
薯
民
馨
司
善
悪
謡
の
讐
を
見
奪

　
　
意
を
梯
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
、
自
ら
明
か
と
な
る
。
　
　
　
、
　
　
　
－
け
で
も
、
決
意
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。
大
諾
、
三
編
、
有
司
逼
民
奏

　
　
@
　@
’
五
養
の
欝
を
伸
ば
す
’
　
　
保
望
の
條
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚢
爲
天
下
有
司
衆
多
。
其
賢
否
。
朝
廷
一
時
不
能
壷
知
。
所
以
前
頒
二
諮
。

　
　
　
國
家
の
興
亡
は
、
民
に
よ
る
と
、
太
組
は
痛
感
し
て
い
た
。
そ
こ
　
　
　
凡
所
在
有
司
。
有
能
宣
布
條
章
。
撫
吾
民
有
方
者
。
特
許
闘
境
高
年
有
徳
誉

で
豪
肇
墓
を
抑
え
て
、
沿
た
す
良
の
安
否
を
念
と
し
た
．
豪
舞
響
藤
難
即
報
螺
鞍
踊
鮪
難
響
罷

　
　
族
や
官
吏
の
た
め
に
政
治
を
行
う
こ
と
を
遜
け
て
、
豪
族
や
官
吏
を
　
　
，
賞
。
豊
不
偉
哉
ゆ

　
　
用
い
て
、
民
の
た
め
に
政
治
を
行
う
方
針
を
と
っ
た
。
太
姐
は
、
群
　
　
と
救
ぶ
。
さ
き
に
二
諾
を
頒
っ
て
、
書
民
を
し
て
、
そ
の
地
の
官
吏



　
　
の
善
悪
を
上
奏
せ
し
め
た
と
い
う
の
は
、
大
詰
の
初
編
並
に
綾
編
を
　
　
と
載
せ
て
い
る
。
官
吏
の
下
郷
を
屡
禁
じ
て
も
、
そ
の
効
が
な
い
の

　
，
指
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
か
Σ
る
命
令
と
な
っ
た
の
で
あ
る
o

　
　
　
太
租
は
、
轡
民
に
、
官
吏
の
善
悪
を
上
奏
せ
し
め
た
が
、
好
吏
は
、
　
　
書
民
が
、
貧
吏
を
捕
縛
し
て
京
へ
途
る
場
合
に
、
そ
れ
を
阻
ん
で

　
　�
緕
閨
A
直
ち
に
懇
し
來
れ
と
ま
で
、
命
じ
て
い
る
。
皇
駿
ら
ぬ
。
壽
、
饗
除
患
謹
篠
に
、

　
　
明
制
書
、
教
民
榜
文
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
後
。
布
政
司
府
州
縣
。
在
役
之
吏
。
在
閑
之
吏
。
城
市
郷
村
老
好
互
猜
頑

　
　
　
朝
廷
設
官
分
職
。
本
爲
安
民
。
除
授
之
際
。
一
時
不
知
賢
否
。
到
任
行
事
。
　
　
　
民
。
專
一
起
滅
詞
訟
。
教
唆
陥
人
。
通
同
官
吏
。
害
及
州
里
之
聞
者
。
許
城

　
　
　
方
見
善
悪
。
果
能
公
勤
廉
潔
。
爲
民
進
輻
渚
。
或
被
人
謳
階
。
許
里
老
人
等
。
　
　
市
郷
村
賢
良
方
正
豪
傑
之
士
。
有
能
爲
民
除
患
者
。
會
議
城
市
郷
村
。
將
老

　
　
　
蓮
依
大
誰
内
。
多
人
奏
保
。
以
愚
辮
理
。
如
有
貧
賊
害
民
者
。
亦
許
照
依
先
　
　
　
好
亘
猜
及
在
役
之
吏
在
閑
之
吏
。
轄
縛
赴
京
罪
。
除
民
患
。
以
安
良
昆
。
敢

　
　
　
降
牌
内
事
例
。
再
三
劇
諌
。
如
果
不
從
。
指
陳
實
跡
。
纏
縛
赴
官
。
以
除
民
　
　
　
有
激
載
阻
當
者
昊
。
令
掌
赴
京
之
時
。
關
津
渡
口
。
母
得
阻
當
。
。

　
　
　
害
。
凡
保
奏
者
。
須
要
衆
皆
講
善
。
綿
縛
者
須
要
知
其
悪
。
務
在
多
人
方
見
　
　
と
見
え
て
い
る
。
以
上
の
縷
述
に
よ
っ
て
、
太
組
が
如
何
に
民
政
に

　
　@
馨
賠
趾
黙
藪
簸
羅
輪
鋪
灘
灘
難
專
念
し
た
か
藁
蓬
峯
　
　
　
錘

　
　
@
喜
・
因
華
最
萎
通
賄
賂
・
却
鷲
善
・
妄
來
保
奏
・
如
鑛
倒
是
　
と
こ
塗
、
裸
て
考
え
て
み
る
と
、
葺
民
卑
の
時
代
に
、
太
［

　
　
　
非
。
臨
政
壊
法
。
得
罪
深
重
。
豊
能
保
其
身
家
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
の
こ
う
い
っ
た
民
椹
擁
護
も
、
果
し
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
と
記
る
し
て
あ
る
。
官
吏
の
實
績
を
指
し
て
捕
縛
す
る
。
人
情
の
偏
　
　
具
丈
と
思
わ
れ
る
が
、
全
く
具
文
に
終
っ
て
仕
舞
っ
た
と
も
漸
じ
切

　
　
向
や
、
臓
賄
に
よ
．
て
行
動
し
て
は
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
れ
な
い
。
轟
堂
秘
笈
、
普
集
鷺
珠
舩
、
浮
梁
二
令
の
條
に
、
．
洛

　
　
　
太
組
は
、
下
郷
し
た
官
吏
で
も
、
不
都
合
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
誉
　
　
陽
房
殖
。
知
浮
梁
令
。
貧
暴
萬
歌
。
民
不
堪
命
。
相
率
縛
赴
京
師
。

　
　
ｯ
は
、
そ
れ
峯
え
て
、
京
逡
れ
と
い
う
。
大
諾
、
績
編
、
墨
詔
繋
市
L
と
あ
り
、
大
諾
、
績
編
、
阻
當
老
昆
赴
京
摸
の
鰹

　
　

ｺ
響
吏
薩
の
條
に
、
　
　
°
　
　
・
　
よ
れ
ば
、

　
　
　
十
ご
布
政
司
及
府
州
縣
。
膜
嘗
禁
止
官
吏
息
隷
。
不
許
下
郷
擾
民
。
其
禁
已
　
　
　
洪
武
十
九
年
三
月
二
十
九
日
。
嘉
定
縣
民
郭
玄
二
等
ご
名
。
手
執
大
諮
赴
京
。

5
　
　
有
年
莫
。
有
等
貧
焚
之
徒
。
往
々
不
畏
死
罪
。
蓮
旨
下
郷
。
動
擾
於
民
。
今
　
　
　
首
告
本
縣
首
領
弓
兵
揚
鳳
春
等
害
民
。
経
過
淳
化
鎭
。
其
巡
樵
何
添
鶴
。
勾

1
9
@
　
後
敢
有
如
此
。
許
民
聞
高
年
有
徳
習
民
。
奉
精
批
。
掌
赴
京
來
。
　
．
　
　
　
　
　
腱
留
難
。
…
…
巡
検
何
添
鶴
。
馴
足
枷
令
。
今
後
敢
有
如
此
者
。
罪
亦
如
之
。



6
　
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
そ
の
特
例
に
屡
す
る
と
し
て
も
、
官
　
　
洪
武
實
録
十
九
年
五
月
丁
巳
の
條
に
、

1
9

　
　
吏
を
恐
れ
さ
せ
、
そ
の
貧
好
を
矯
め
る
に
、
多
少
役
立
っ
た
ど
、
考
　
　
　
上
聞
嘉
興
府
崇
徳
縣
知
縣
畢
輝
縣
丞
齊
搏
。
剛
正
能
官
。
遣
行
入
。
齎
勅
往

　
　
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢
之
。

　
　
　
そ
う
考
え
て
よ
い
こ
と
は
・
官
吏
の
善
行
も
、
誉
民
達
に
よ
っ
て
　
　
と
あ
り
、
ま
た
官
吏
で
、
そ
の
屡
官
の
貧
好
を
罰
し
て
、
死
に
至
ら

　
　
纒
ｷ
蓬
し
た
ば
か
り
で
な
く
・
着
官
吏
の
偶
冤
罪
に
陥
っ
た
場
せ
た
も
の
が
あ
．
て
も
、
辱
そ
害
吏
を
働
ま
し
て
い
る
。
印
ち
同
實

　
　
合
に
も
・
こ
の
書
民
達
の
上
奏
に
よ
っ
て
、
そ
の
冤
罪
が
雪
が
れ
て
　
　
録
同
年
七
月
乙
卯
朔
の
糠
に
、

　
　
，
い
る
の
で
も
解
る
。
皇
明
寳
訓
、
洪
武
巻
五
、
恩
澤
の
條
に
、
　
　
　
　
　
蘇
州
府
吏
鏡
英
。
姦
究
不
律
。
知
府
王
翻
等
廉
得
其
駄
。
籔
死
之
。
以
聞
。

　
　 @
洪
武
夫
年
背
丙
子
・
騰
縣
父
老
・
有
臨
上
言
縣
喜
・
當
罷
任
而
　
上
彊
。
霧
論
之
日
。
，
…
．
今
特
遣
行
入
。
覇
藷
。
暴
。

　
　
　
學
留
者
。
太
祀
賜
手
勅
。
奨
働
復
職
。
加
賜
衣
幣
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
。
太
姐
は
、
賞
罰
を
明
か
に
し
て
、
治
政
を
圖
っ
た
の
で
あ

　
　
と
見
え
る
の
は
、
前
者
の
上
聞
の
例
で
あ
る
。
ま
た
洪
武
實
録
二
十
　
　
る
。
　
　
　
　
¶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
四
年
四
月
乙
酉
の
條
に
、
’
　
　
　
　
　
　
治
政
は
、
賞
罰
を
明
か
に
す
る
こ
と
か
ら
、
妬
め
ね
ば
な
ら
貿
ぬ
。
司

　
　
　
齊
東
知
縣
綴
・
翠
奎
京
・
縣
民
孟
璽
・
詣
撃
一
籔
廉
勤
導
・
民
林
煉
の
林
畢
蜷
良
吏
に
、
　
　
・
　
、

　
　
　
受
其
悪
。
命
復
其
官
。
勿
賜
紗
百
錠
衣
三
襲
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予
讃
奮
志
。
至
良
吏
。
未
嘗
不
艘
毬
歎
也
。
陸
丞
下
邑
小
史
。
高
皇
帝
親
給

　
　
と
記
す
は
、
後
者
の
上
奏
の
例
で
あ
を
。
而
し
て
前
者
後
者
の
例
は
、
　
　
以
符
。
勉
其
書
職
。
…
…
仰
惟
我
租
宗
之
貴
守
令
也
如
此
。
夫
宣
無
崇
卑
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
書
霰
見
し
て
凱
。
　
↑
　
　
　
！
結
題
騨
縣
離
麟
舞
難
以
死
報
塁
況
於
萬
乗
之

　
　
　
　
　
　
六
　
結
　
　
　
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
論
じ
て
い
る
。
洪
武
實
録
十
八
年
七
月
丙
子
の
條
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
臣
日
。
縣
令
撫
民
。
職
所
當
然
。
陛
下
加
以
厚
恩
待
之
至
　
。
上
日
郡
縣

　
　
　
太
祀
は
、
官
吏
の
犯
罪
を
、
嚴
し
く
取
締
っ
た
が
、
決
し
て
極
刑
　
　
　
之
治
。
自
守
令
始
。
…
…
今
縣
官
能
爲
吾
撫
循
百
姓
。
達
吾
愛
養
斯
民
之
道
。

　
　
を
よ
ろ
こ
ん
だ
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
官
吏
に
し
て
、
能
く
民
を
治
　
　
　
得
其
緻
心
。
豊
不
深
可
嘉
爾
。

　
　
め
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
特
に
使
者
を
遣
わ
し
て
、
そ
れ
を
賞
し
た
。
　
　
と
載
せ
て
あ
る
。
賞
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
人
は
我
を
忘
れ
て
趨
く
。



　
　
　
太
組
が
ま
た
官
吏
葛
隷
を
、
故
な
く
郷
に
下
ら
せ
な
い
と
い
う
め
　
　
よ
っ
て
築
か
れ
た
。
太
組
は
、
官
吏
を
蝿
納
に
擬
し
、
役
得
に
群
が

　
　
も
、
な
る
べ
く
官
吏
を
役
得
か
ら
遽
ざ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
地
方
　
　
る
の
を
、
極
力
追
い
佛
っ
た
。
里
甲
制
度
を
強
化
し
て
、
里
長
岬
首

　
　
に
於
け
る
官
吏
の
役
得
の
大
な
る
も
の
は
、
鐘
穀
と
刑
名
と
で
あ
る
。
　
の
権
限
を
接
大
し
た
の
も
、
そ
の
意
味
に
解
し
て
、
始
め
て
太
組
の

　
　
太
組
が
、
鏡
穀
の
た
め
に
根
長
を
設
け
た
の
も
、
刑
名
の
た
め
に
書
　
　
心
底
に
燭
れ
る
こ
と
が
出
來
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
、
線
長
を
設
定
し
て
、

　
　
民
の
民
事
裁
判
椹
を
強
く
認
め
た
の
も
、
専
ら
官
吏
寝
隷
の
魔
手
を
、
°
．
全
面
的
に
、
官
吏
を
鏡
穀
か
ら
締
め
出
し
た
こ
と
か
ら
で
も
、
ま
た

　
　
封
す
る
深
慮
に
出
で
た
の
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
老
・
民
に
民
事
裁
判
を
許
し
て
、
民
が
老
・
民
の
民
事
裁
判
を
越
え
て
、

　
　
　
地
方
政
治
を
分
析
す
れ
ば
・
周
禮
以
來
の
傳
統
で
・
，
吏
戸
禮
兵
刑
直
替
吏
に
訴
を
、
所
義
訴
を
禁
じ
た
こ
と
か
ら
で
も
、
充
分

　
　
H
の
六
科
に
外
な
ら
ぬ
・
こ
れ
を
・
縣
簸
地
の
卒
面
膠
照
し
て
に
箏
る
こ
と
奮
來
る
。
太
組
の
民
政
か
ら
駕
ぱ
、
里
長
甲
首

　
　
焉
E
暴
の
表
門
を
入
ぞ
の
受
附
け
か
ら
第
一
門
突
そ
の
や
、
饗
養
は
、
嬰
．
⇔
行
政
霧
官
的
存
在
で
は
な
く
、
民
出
」

　
　
Z
科
の
各
房
姦
ぎ
れ
ば
・
そ
の
奥
に
縣
官
藷
官
象
あ
る
だ
け
を
霧
す
垂
要
な
意
味
を
有
．
て
來
る
の
で
あ
る
。
　
　
訪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
　
一

　
　
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
六
科
の
う
ち
で
特
に
重
要
な
の
は
、
鐘
穀
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
太
組
は
、
官
吏
の
食
慾
を
、
最
も
悪
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
洪
武
實
録

　
　
刑
名
、
郎
ち
戸
部
刑
部
で
あ
る
。
皇
明
寳
訓
、
洪
武
巻
三
、
任
官
の
　
　
　
　
＋
五
年
九
月
癸
亥
の
條
に
、
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
置
天
下
府
州
縣
提
刑
按
察
分
司
。
以
儒
士
王
存
中
等
五
百
三
＋
一
人
。

　
　
@
（
洪
武
四
年
）
四
皐
卯
・
太
雑
暑
省
匿
・
或
言
刑
名
籔
之
任
・
宜
　
爲
試
塞
。
－
－
購
。
諭
之
目
。
吏
治
之
弊
。
莫
華
墓
。
而
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鄙
者
次
之
。

　
　
　
得
長
於
吏
材
婁
之
。
　
　
　
　
－
　
　
　
　
自
う
・
有
難
能
よ
り
も
・
食
慾
を
さ
き
に
置
い
て
’
い
る
・

　
　
と
叙
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
義
に
と
る
べ
き
で
、
太
組
も
、
六
科
中
、
　
　
②
官
吏
の
負
慾
に
も
、
色
々
あ
ろ
う
が
、
財
・
色
・
酒
を
最
大
な
も
の
と
、

　
　
特
に
刑
名
難
を
・
重
く
考
え
た
の
で
あ
る
・
從
ぞ
地
方
官
の
置
　
太
胆
は
、
考
条
塗
よ
う
で
あ
る
。
洪
武
實
録
四
年
±
月
寄
の
條

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

　
　
く
顧
問
も
、
殆
ど
鏡
穀
先
生
刑
名
先
生
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
時
將
士
居
京
衛
。
間
暇
。
有
以
酎
飲
費
費
者
。
上
聞
召
論
之
日
。
勤
倹

ク
P
　
　
明
三
百
年
の
政
治
は
、
民
政
に
基
を
置
き
、
そ
の
礎
は
、
太
組
に
　
　
　
　
爲
治
身
之
本
。
奢
修
爲
喪
家
之
源
。
近
聞
爾
等
。
耽
嗜
干
酒
。
顕
醇
之



9
8
@
　
　
　
費
。
不
知
其
幾
。
以
有
限
之
贅
。
供
無
厭
之
費
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
和
田
溜
博
士
は
、
白
鳥
博
士
選
暦
紀
念
論
文
集
に
於
い
て
、
明
の
太
組

1　
　
　
　
と
載
せ
、
ま
た
同
實
録
二
十
三
年
九
月
癸
丑
の
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
教
育
勅
語
に
つ
き
論
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
皇
明
制
書
の
異
本
及
び
版
本
に

　
　
　
　
　
命
賜
各
布
政
使
司
都
司
衛
所
府
州
縣
。
各
暑
節
鏡
。
…
…
先
是
。
命
天
　
　
　
　
つ
き
蓮
べ
ら
れ
た
が
、
未
だ
内
閣
交
庫
の
皇
明
制
書
に
、
設
き
及
ぱ
船
な

　
　
、
　
　
下
有
司
。
凡
遇
天
壽
聖
節
及
正
旦
冬
至
節
日
。
各
賜
宮
吏
麺
宴
。
而
有
　
　
　
　
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
司
因
線
科
敏
。
上
以
其
害
民
。
故
有
是
命
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
⑧
剥
皮
の
極
刑
に
つ
い
て
は
、
四
友
齋
叢
設
巻
十
四
、
呉
朴
の
龍
飛
紀
略
、

　
　
　
－
と
記
す
。
太
胆
は
、
酎
飲
の
害
を
戒
め
、
莚
宴
に
よ
る
科
敏
を
設
く
。
こ
　
　
　
　
洪
武
二
十
一
年
十
月
の
條
な
ど
に
も
記
る
さ
れ
て
い
る
が
、
梵
天
雇
叢
録

　
　
　
　
の
考
え
は
、
後
の
．
「
官
吏
不
下
郷
」
の
禁
令
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
　
　
　
　
巻
十
七
、
剥
皮
十
二
則
に
多
く
集
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
皇
明
通
紀
巻
四
、
洪
武
十
五
年
二
月
の
條
に
、
「
前
太
子
正
字
晋
府
長
史
桂

　
　
　
③
大
誰
、
三
編
、
明
姦
匿
黛
第
三
十
七
の
條
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
良
入
朝
。
献
萬
世
太
李
治
要
策
十
二
事
。
上
嘉
納
之
。
」
と
あ
り
。
皇
明

　
　
　
゜
④
刑
罰
に
も
幾
通
り
も
意
味
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
大
き
く
分
け
れ
ば
、
軍
　
　
　
　
輕
世
丈
編
巻
七
所
牧
の
、
太
李
治
要
十
二
條
に
、

　
　
　
　
に
犯
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
制
裁
の
意
味
も
あ
ろ
う
。
ま
た
更
に
進
ん
で
、
　
　
　
　
五
日
。
培
國
脈
。
夫
三
代
之
歴
酢
延
長
者
。
以
仁
義
撹
徳
。
敬
化
斯
民
。

　
　
　
　
懲
戒
の
意
味
も
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
懲
戒
の
意
味
と
な
る
と
、
刑
を
受
け
　
　
’
　
　
不
專
術
刑
罰
。
故
民
得
途
其
生
養
之
樂
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
る
人
に
よ
っ
て
、
輕
く
も
重
く
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
士
君
子
で
あ
れ
　
　
　
　
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麗

　
　
　
　
ば
、
輕
く
と
も
充
分
に
効
果
あ
る
が
、
破
廉
恥
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
重
　
　
　
⑩
皇
明
通
紀
巻
四
に
よ
れ
ば
、
洪
武
九
年
に
、
「
五
星
紫
度
。
下
詔
求
言
」
と
　
｝

　
　
　
　
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
刑
は
士
に
上
ら
す
、
禮
は
庶
に
下
ら
ナ
、
と
い
　
　
　
　
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
葉
居
升
の
上
書
を
載
せ
て
い
る
。
洪
武
實
録
九
年
閏

　
　
　
　
．
わ
れ
る
の
竜
、
こ
の
義
に
外
な
ら
な
い
。
士
君
子
の
官
吏
な
ら
ば
、
輕
く
　
　
　
　
　
九
月
の
條
に
は
、
五
星
の
記
事
が
あ
る
が
、
居
升
の
上
書
の
記
事
は
な
い
。

　
　
　
　
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
元
末
の
弊
風
に
染
っ
た
明
初
の
負
吏
に
封
し
て
は
、
　
　
　
皇
明
経
世
文
編
巻
八
に
、
居
升
の
上
書
を
牧
め
て
い
る
。
そ
れ
を
引
用
す

　
　
　
　
輕
く
て
は
効
目
が
な
く
、
や
む
な
く
重
罰
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
、
　
　
　
　
る
と
、
用
刑
太
繁
の
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
⑤
洪
武
實
録
三
十
年
七
月
己
巳
の
申
明
學
規
籔
條
の
條
に
竜
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
之
爲
士
者
。
以
登
仕
版
爲
榮
。
以
罷
織
不
救
爲
辱
軌
今
之
爲
士
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
諸
生
。
毎
三
日
一
背
書
。
日
讃
御
製
大
誰
及
本
紹
四
書
各
一
百
字
。
　
　
　
　
　
　
　
以
混
迩
無
聞
爲
幅
。
以
受
砧
不
．
録
爲
幸
。
以
屯
田
工
役
爲
必
獲
之
罪
。
　
　
、

　
　
　
　
と
見
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
鞭
瞥
撞
楚
爲
尋
常
之
辱
。
…
…
切
見
敷
年
以
來
。
課
殺
亦
可
謂
不
細

　
　
　
⑥
燕
京
學
報
第
二
十
期
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
臭
。
而
犯
者
日
月
相
踵
6
豊
下
人
不
催
法
哉
。
良
由
激
濁
揚
清
之
不
明
。

　
　
　
⑦
皇
明
制
書
は
、
東
洋
文
庫
に
も
所
藏
さ
れ
て
い
る
が
、
内
閣
文
庫
本
ど
東
　
　
　
”
　
善
悪
賢
愚
之
無
別
。
議
賢
議
能
之
法
既
慶
。
以
致
人
不
自
働
。

　
　
　
　
洋
交
庫
本
と
は
、
同
名
異
本
で
あ
る
。
．
内
閣
本
に
は
、
大
諾
の
初
編
・
綾
　
　
　
　
と
叙
べ
て
あ
る
。

　
　
　
　
編
．
三
編
か
ら
大
譜
武
臣
ま
で
、
全
部
そ
ろ
っ
て
、
牧
め
て
あ
る
。
嘗
っ
　
　
　
⑪
太
租
は
、
刑
罰
も
愼
重
に
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
考
え
て
い
た
。
洪
武



　
　
　
　
實
撃
四
隻
月
丙
申
の
籍
、
　
　
　
，
　
　
　
、
洪
武
四
年
八
月
。
上
手
書
問
劉
基
・
昊
筆
・
葎
答
去
＝
。
・
以
爲

　
　
　
　
　
刑
部
奏
決
重
刑
。
上
論
盲
。
膜
常
命
汝
等
。
凡
有
蒸
。
必
三
覆
奏
。
　
籍
之
後
。
必
有
陽
発
禽
威
呈
・
宜
少
濟
以
寛
・

　
　
　
　
　
以
人
命
至
重
。
恐
不
得
蕎
。
則
刑
隷
及
。
而
死
者
不
覆
生
也
。
　
と
い
う
。
ま
た
そ
の
寛
嚴
と
て
、
程
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
洪
武

　
　
　
　
　
故
必
欲
詳
審
。
今
汝
等
概
以
重
刑
來
奏
。
其
間
固
有
渡
倫
餓
法
。
罪
不
・
　
　
　
實
録
二
年
正
月
庚
子
の
條
に
・

　
　
　
　
　
可
原
者
。
亦
有
蒔
過
誤
。
讐
募
者
。
必
當
分
別
。
董
藝
、
之
。
　
．
上
禦
天
門
。
召
元
之
叢
・
問
其
肇
得
失
・
馬
翼
醤
・
一
兀
莫

　
　
　
　
　
則
輕
重
不
分
臭
。
自
A
．
凡
＋
悪
非
常
警
原
者
則
云
重
刑
。
其
錘
犯
　
　
・
下
。
以
寛
得
之
。
亦
以
葵
之
・
肯
・
以
寛
得
之
・
則
聞
箋
・
以

　
　
　
　
　
罪
。
蕪
隆
者
・
母
藝
自
也
。
　
・
　
　
　
　
　
　
電
失
之
。
則
未
之
聞
也
・
夫
歩
喬
蹟
・
…
居
圭
導
正
當
用
寛
・

　
　
　
　
と
さ
と
さ
れ
て
い
る
。
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
…
…
元
季
君
臣
。
耽
干
逸
樂
。
循
至
倫
亡
。
其
失
在
干
維
弛
。
窪
非
寛

　
　
　
⑫
洪
武
實
録
＋
五
年
正
月
己
酉
の
條
に
も
、
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
也
。
…
…
中
則
無
弊
奥
。
よ
ゲ

　
　
　
　
　
刑
部
奏
。
湖
廣
江
西
河
泊
宮
。
侵
盗
魚
課
。
法
當
死
。
上
側
替
。
爲
　
　
と
あ
る
の
は
、
寛
の
程
度
を
示
し
、
御
製
高
皇
帝
丈
集
巻
二
・
整
役
囚

　
　
　
　
　
利
而
亡
身
。
愚
哉
。
因
憐
之
。
命
減
死
論
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
に
、

　
　
　
　
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奏
承
豊
帝
。
制
齋
蓬
肇
官
吏
人
民
。
嚢
者
命
薯
。
布
令
鴨

　
　
　
⑬
嘉
綾
蟹
士
文
集
は
＋
巻
本
で
あ
ゑ
、
薩
版
解
姦
公
集
は
士
ハ
　
　
美
下
。
膜
倣
古
制
。
以
禮
導
人
。
後
以
律
・
至
諸
司
是
縄
不
循
軌
度
㌍

　
　
　
　
巻
本
で
あ
る
。
し
か
し
乾
隆
版
に
も
二
種
あ
っ
て
、
雨
者
に
多
少
文
字
の
　
　
　
　
　
者
。
斯
乃
行
刑
也
。
且
刑
。
聖
人
不
得
已
而
用
者
。
爲
良
善
弗
寧
故
也
。
　
騨

　
　
　
　
出
入
も
あ
り
、
且
後
集
六
巻
を
別
に
牧
め
て
い
る
の
と
無
い
の
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
今
膜
一
簑
宇
。
而
兆
民
衆
如
爾
等
。
官
食
吏
弊
民
縦
好
頑
。
詐
良
侮
愚
。

　
　
　
⑭
明
史
巷
二
七
五
那
彪
佳
傳
に
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藩
不
律
以
條
章
。
將
必
倣
効
者
多
。
則
世
將
何
治
。

　
　
　
　
　
上
　
・
、
。
洪
武
初
。
官
民
有
犯
。
或
纂
錦
衣
衛
。
高
皇
帝
見
非
法
竃
・
・
と
い
う
の
は
・
嚴
刑
の
程
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
・

　
　
　
　
　
焚
其
刑
具
。
逡
囚
刑
部
。
是
組
制
。
原
無
詔
獄
也
。
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
明
史
巻
＝
二
八
、
楊
靖
の
附
傳
、
嚴
徳
現
の
傳
に
も
・
洪
武
朝
と
宣
徳
朝

　
　
　
　
と
引
用
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
官
場
を
比
較
し
て
、
「
先
時
國
法
甚
嚴
。
仕
者
不
保
首
領
。
」
と
述
べ
て

　
　
　
⑯
太
租
の
慧
は
、
鷲
實
竺
隻
月
震
の
條
に
、
　
　
，
’
　
い
る
・
茅
元
儀
の
養
讐
＋
種
三
戊
叢
馨
九
に
よ
れ
ば
・

　
　
　
　
　
上
謂
翰
林
蕪
肇
蕎
日
。
…
周
之
仁
厚
可
以
爲
法
。
秦
之
暴
虐
　
　
聞
之
長
老
・
本
朝
闘
百
年
・
民
嘗
匿
・
不
敢
婁
・
・
、

　
　
　
　
　
可
以
爲
戒
。
若
漢
唐
宋
之
政
治
。
亦
互
有
得
失
。
但
當
取
其
所
長
。
而
　
と
あ
っ
て
、
開
國
當
初
の
官
叢
締
が
嚴
格
の
た
健
・
裏
に
な
り
て

　
　
　
　
　
舎
其
所
短
。
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
が
な
か
っ
た
と
傳
え
て
い
る
・
　
　
　
　
’

9
9 @
と
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
明
律
季
二
、
禮
律
、
矯
、
公
差
人
鍛
嚢
官
の
條
・

1
　
　
⑯
寛
嚴
も
、
自
然
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
皇
明
通
紀
巻
三
に
、
　
　
　
　
　
⑲
沈
愁
學
の
郊
居
遣
稿
巻
五
・
施
徳
盧
明
府
束
麓
考
績
序
に
・



O

o
o
@
　
　
　
明
興
。
大
率
類
漢
。
而
懲
諸
路
專
恣
之
弊
。
守
不
得
檀
興
軍
路
。
、
選
用
　
　
　
　
建
言
第
三
十
三
に
も
、
「
以
黄
冠
符
蒙
印
。
作
縣
印
。
用
使
批
丈
。
下
榔

2
‘
　
人
才
。
蓑
較
籍
輕
。
而
期
藁
書
訟
獄
田
賦
。
悉
委
之
令
。
霧
　

騙
昏
と
あ
る
・
と
こ
ろ
で
こ
の
牌
を
有
ぞ
・
肇
を
働
く
・
李
陳
玉

　
　
　
　
　
総
其
大
綱
耳
。
以
此
令
最
號
責
重
。
而
於
民
最
親
。
亦
能
自
行
其
徳
尖
。
　
　
　
の
退
思
堂
集
、
李
湖
署
筆
事
蹟
冊
、
嚴
禁
衙
役
以
省
騒
擾
に
、
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
と
あ
っ
て
、
守
令
の
民
に
親
し
く
、
重
要
な
地
位
で
あ
る
こ
と
を
、
語
っ
噛
　
　
　
　
各
衙
差
役
。
最
爲
狡
猜
。
一
票
到
手
。
即
幣
多
人
。
駕
隻
櫓
船
。
職
到

　
　
　
　
て
い
る
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
縣
示
禁
。
非
奉
行
不
許
妄
差
。
一
人
一
票
。
止
許
叫
差
。

　
　
　
⑳
大
諮
、
三
編
、
民
違
信
牌
第
三
十
六
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
。
そ
こ
で
南
臭
奮
話
録
巷
三
夏
暖
公
の
條
に
「
夏
暖
公
令
閲
之
長
　
　
、

　
　
　
　
　
凡
有
一
切
．
公
務
。
必
合
用
民
者
。
止
是
遣
牌
。
前
譜
所
云
。
三
牌
不
至
。
　
　
　
　
樂
。
凡
衙
役
腰
間
令
掛
一
牌
。
書
其
駅
貌
。
後
書
籍
貫
年
歳
並
某
年
値
役
。

　
　
　
　
　
方
許
遣
人
捉
傘
。
誰
布
天
下
。
有
司
蓮
奉
。
如
頑
民
余
永
延
等
。
故
行
　
　
　
　
如
無
此
牌
。
捷
入
衙
門
者
。
轍
重
懲
之
」
と
い
う
認
事
も
現
・
わ
れ
る
わ
け

　
　
　
　
　
抗
拒
。
不
服
牌
喚
。
三
牌
不
至
者
二
百
五
十
一
戸
。
有
司
以
歌
來
聞
者
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
敷
臭
。
又
最
頑
民
人
劉
以
能
。
不
止
三
牌
不
行
。
倒
將
承
差
入
謂
縛
。
　
　
　
⑳
洪
武
實
録
九
年
九
月
己
卯
の
條
に
、
中
書
省
言
。
幅
建
参
政
魏
鑑
墨
荘
。

　
　
　
　
　
赴
京
以
致
問
出
。
前
情
得
罪
。
甚
不
輕
突
。
今
後
凡
吾
良
民
。
但
凡
有
　
　
　
　
答
一
姦
吏
。
至
死
。
上
賜
璽
書
勢
之
。
』
と
懸
け
て
殆
ど
全
文
を
載
せ
て
い

　
　
　
　
　
司
脾
至
。
不
問
爲
何
事
。
蔭
脾
。
連
赴
衙
門
。
　
　
　
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
　
と
見
ゆ
。
大
誰
三
編
に
し
て
、
始
め
て
載
せ
う
る
好
史
料
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
欲
使
上
官
駅
吏
。
動
必
以
禮
。
而
嚴
之
以
法
。
若
吏
卒
背
禮
違
法
。
縄
　
3
8

　
　
　
⑳
牌
に
も
、
色
々
な
意
味
が
あ
る
。
牧
津
巻
四
十
、
治
賦
の
條
に
、
王
汝
績
　
　
゜
－
以
死
。
此
令
行
久
夷
。
奈
何
食
官
。
動
爲
下
人
所
持
。
任
其
縦
横
。
莫
　
一

　
　
　
　
が
緯
州
の
知
縣
で
あ
．
だ
時
の
こ
と
を
叙
べ
、
　
　
　
’
　
　
　
敢
誰
何
。
所
以
政
無
施
而
民
受
狂
。
馨
謂
・
薫
官
臨
政
・
無
賢
－

　
　
　
　
　
先
時
。
賦
有
未
集
者
。
督
以
豪
猜
。
吏
卒
因
費
爲
好
。
民
姦
其
毒
。
績
　
　
　
　
　
之
威
。
則
諸
事
無
成
。
駅
得
其
法
。
則
威
立
令
行
。
事
無
不
畢
。

　
　
　
　
　
分
爲
次
第
。
但
書
片
紙
。
爲
期
約
。
布
告
郷
市
。
民
相
勘
輸
。
將
不
敢
後
。
　
　
　
官
場
の
下
剋
上
を
制
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
推
賞
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
と
い
う
。
何
光
顯
の
中
興
全
盛
三
録
．
春
三
、
賦
役
登
書
十
五
則
第
九
に
、
「
駿
　
　
　
＠
な
お
、
太
組
の
民
政
に
つ
い
て
は
、
小
畑
龍
雄
氏
の
明
代
郷
村
の
教
化
と

　
　
　
　
從
皇
快
。
紅
票
下
郷
。
」
と
あ
る
。
こ
の
片
紙
も
紅
票
も
牌
の
＝
橦
で
あ
ろ
　
　
　
　
裁
判
（
東
洋
史
硯
究
一
一
ノ
五
、
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
う
。
ま
た
毛
萬
彙
の
荘
夢
紀
巻
四
、
爲
禁
約
事
十
題
の
、
禁
白
役
下
郷
の
　
　
　
⑳
洪
武
實
録
二
十
六
年
十
一
月
丙
風
の
條
に
・

　
　
　
　
條
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濟
南
舞
化
厭
典
史
杜
墓
事
・
…
縣
塁
配
閾
言
・
叢
鍵
民
・

　
　
　
　
　
本
縣
到
任
。
設
立
腰
牌
。
凡
一
切
皇
肚
。
倶
令
出
入
懸
帯
。
以
杜
白
役
，
　
　
　
　
上
日
典
史
幕
官
耳
。
廼
能
得
心
。
必
有
善
政
可
稽
。
命
役
其
官
。

　
　
　
　
　
擾
民
之
弊
。
今
後
無
論
本
縣
及
軍
欝
衙
。
凡
有
差
役
下
郷
者
。
帥
査
　
」
と
あ
り
、
ま
た
牧
馨
±
、
憂
下
の
條
に
も
・
洪
武
＋
四
年
の
進
士
　
．

　
　
　
　
　
有
無
印
纒
牌
。
如
無
。
帥
係
棍
悪
。
許
執
赴
縣
告
究
。
　
　
　
．
で
あ
っ
た
周
舟
が
、
新
化
縣
丞
と
な
っ
て
・
落
問
わ
れ
た
が
・
縣
民
が

　
　
　
　
と
い
う
。
腰
牌
に
は
、
印
信
を
要
し
た
。
印
信
の
こ
と
は
、
大
誰
、
好
吏
　
　
　
　
闘
に
詣
っ
て
舟
の
善
政
を
訴
え
た
の
で
、
再
任
せ
ら
れ
た
と
い
う
。



Civil Administration at the Beginning of
the Ming (~) Dynasty

Taiji Shimizu

In the Yuan (x) period- over government officials was loosened
and in disorder. A similar disorganization was also seen at the

beginnig of the Ming dynasty. Against this. tendency, the Emperor,
Tai-tsu (:*Jii[), set up three counter-plans. The first was to deal
severely with the corrupt officials, and often Tai-tsu punished them
m.ore strictly than the rule of the penal code (1ft). In the second
place, he prohibited officials from going to agricultural districts.
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Local officers went out to rural districts officially as a matter of duty"

of course, but even in such cases, he took care that they did not

wrong the people by laying down detailed regulations. Thirdly, as

the two steps mentioned above were not sufficient, he empowered

village elders (11~) to make complaints against the villainy of officials

directly to the emperor or even to arrest and send them to the capital.
Tai-tsu, as mentioned above, made it the basis of politics to exalt the,

spirit of the people by guarding against corrupt officials.
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